
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

中国会社法における株主代表訴訟制度の現状と課題
(一) : アメリカ法との対比をふまえて

潘, 秀麗
九州大学大学院法学府 : 博士後期課程 : 商法

https://doi.org/10.15017/18374

出版情報：九大法学. 101, pp.89-147, 2010-09-24. Kyudai Hogakkai
バージョン：
権利関係：



中国会社法における株主代表訴訟制度の現状と課題(一) (潘 秀麗)89

中
国
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
現
状
と
課
題
(一)

ア
メ
リ
カ
法
と
の
対
比
を
ふ
ま
え
て

潘

秀

麗

序第
一
章

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度

第
一
節

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
背
景

第
二
節

二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
前
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
め
ぐ
る
法
規
制

第
三
節

二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
後
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面

第
四
節

小
括

第
二
章

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度

第
一
節

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
背
景

第
二
節

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面

(

以
上
、
本
号)

第
三
節

濫
用
防
止
策

第
四
節

小
括

第
三
章

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
課
題
及
び
提
言

第
一
節

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面
の
課
題

第
二
節

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
改
正
へ
の
提
言

第
三
節

小
括

結
語



序一

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
意
義

取
締
役
等
の
任
務
懈
怠
又
は
不
法
行
為
に
よ
り
、
会
社
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
通
常
は
会
社
が
そ
の
任
務
懈
怠
又
は
不
法
行
為
を

行
っ
た
取
締
役
等
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
り
、
勝
訴
に
よ
り
得
た
損
害
賠
償
金
も
会
社
に
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
会
社
自
身
が
取
締
役
に
対
し
訴
訟
を
提
起
す
る
か
否
か
を
決
め
る
。
し
か
し
、
会
社
は
自
然
人
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
決
定
は
適

切
な
機
関
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
訴
訟
を
提
起
す
る
か
否
か
の
決
定
は
会
社
の
通
常
の
経
営
判
断
で
あ
る
た
め
、
取
締
役

会
が
そ
の
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
取
締
役
会
は
公
正
に
そ
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
取
締
役
自
身
が
不
法
行
為
者

で
あ
っ
た
り
、
取
締
役
が
不
当
行
為
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
り
す
る
場
合
、
取
締
役
会
が
会
社
の
名
義
で
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
は
期
待
で
き
ず
、
会
社
、
ひ
い
て
は
株
主
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
そ
こ
で
、
会
社
の
損
害
の
回
復
及
び
全
株
主
の

利
益
保
護
の
た
め
、
株
主
に
そ
の
提
訴
の
権
利
を
与
え
、
取
締
役
等
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
社
ひ
い
て
は
株
主
の
利
益

の
確
保
を
図
る
趣
旨
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
の
が
株
主
代
表
訴
訟
制
度
で
あ
る
。

こ
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
た
め
、
当
該
制
度
の
性
質
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、

当
該
制
度
の
性
質
を
簡
単
に
述
べ
る
。

株
主
代
表
訴
訟
の
性
質
は
、
法
が
定
め
る
一
定
の
場
合

(

会
社
が
提
訴
し
な
い
場
合)

に
、
株
主
が
会
社
の
代
わ
り
に
取
締
役
ま
た

は
第
三
者
に
よ
り
会
社
が
蒙
っ
た
損
害
の
回
復
の
た
め
に
訴
訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
会
社
の
訴
訟
提
起
の
権
利
か
ら
派
生
し

た
権
利
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
派
生
訴
訟

(��������������) (

１)

と
呼
ば
れ
、
二
次
的
訴
訟
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
株
主
の
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
は
会
社
の
訴
訟
提
起
権
か
ら
派
生
し
た
も
の
な
の
で
、
派
生
性
を
持
っ
て
い
る
。
株
主
代
表
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訴
訟
は
株
主
訴
訟
と
異
な
り
、
後
者
の
場
合
は
株
主
自
身
に
損
害
を
被
る
場
合
の
訴
訟
で
あ
る
。
株
主
代
表
訴
訟
に
お
い
て
、
株
主
は

間
接
の
損
害
し
か
受
け
て
い
な
い
た
め
、
株
主
訴
訟
の
訴
訟
原
因
と
は
な
ら
な
い

(

２)

。

ま
た
、
株
主
代
表
訴
訟
は
代
表
性
を
持
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
及
び
学
説
は
こ
の
代
表
性
に
つ
い
て
二
つ
の
見
解
に

分
か
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
会
社
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
株
主
は
会
社
を
代
表
し
訴
訟
を
提
起
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る

(

３)

。
す
な

わ
ち
、
原
告
は
損
害
を
被
っ
た
会
社
の
唯
一
の
株
主
で
あ
っ
て
も
、
会
社
を
代
表
し
て
訴
訟
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
二
つ
目
は
、
原
告

株
主
が
そ
の
他
の
株
主
を
代
表
す
る
と
考
え
る
見
解
で
あ
る

(

４)

。(

判
例
・
多
数
説)

す
な
わ
ち
、
損
害
を
被
っ
た
会
社
に
多
数
の
株
主
が

い
る
場
合
、
全
て
の
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
訴
訟
結
果
は
原
告
株
主
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
株

主
に
も
同
様
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
一
人
又
は
複
数
の
株
主
が
同
じ
状
況
に
あ
る
全
て
の
株
主
の
た
め
に
訴
訟
を
提
起
で
き
、
代
表
さ
れ

る
全
員
が
一
つ
の
団
体
と
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
原
告
株
主
も
そ
の
他
の
株
主
を
代
表
し
て
い
る
。
こ
の
代
表
性
に
よ
り
、
ア
メ

リ
カ
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
は

｢

代
表
的｣

(��������������)
訴
訟
と
も
言
わ
れ
る

(

５)

。

二

問
題
の
所
在

１

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
問
題
点

以
上
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
意
義
及
び
性
質
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
た
が
、
中
国
に
お
い
て
二
〇
〇
五
年
に
導
入
さ
れ
た
当
該
制

度
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

既
に
、
拙
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に

(

６)

、
他
の
市
場
経
済
の
国
と
異
な
り
、
中
国
に
お
け
る
株
式
会
社
、
特
に
大
規
模
上
場
会
社
の
多
く

は
、
主
に
国
有
企
業
に
由
来
し
、
改
組
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国
家
が
支
配
株
主

(

７)

・
支
配
社
員
と
し
て
会
社
と
関
わ
る
よ
う
な
特
徴
を

持
っ
て
い
る
中
国
に
と
っ
て
、
支
配
株
主
と
従
属
会
社
及
び
他
の
株
主
間
の
関
係
の
対
処
法
は
、
他
の
国
よ
り
一
層
難
し
い
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
支
配
株
主
に
よ
る
権
限
濫
用

(

会
社
の
資
金
を
不
正
に
流
用
す
る
な
ど)
の
現
象
が
際
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
日
々
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深
刻
と
な
っ
た
国
有
資
産
の
流
出
問
題
、
粉
飾
決
算
の
問
題
の
解
決
、
ま
た
、
相
次
ぐ
粉
飾
決
算
で
間
接
的
に
損
害
を
被
っ
た
株
主
に

よ
る
損
害
賠
償
の
訴
訟
に
対
応
し
、
こ
れ
ま
で
法
律
の
不
備
に
よ
り
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
な
か
っ
た
株
主

(

特
に
中
小
株
主)

の
保

護
を
図
る
た
め
に
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
二
七
日
に
新
し
く
改
正
さ
れ
た
中
国
会
社
法

(

正
式
名
称
は

｢

中
華
人
民
共
和
国
公
司
法｣

、

以
下
、
中
国
会
社
法
と
称
す
る
。)

で
は
、
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が
明

文
化
さ
れ
た
。

株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
関
す
る
条
文

(

本
稿
に
引
用
さ
れ
る
中
国
の
関
係
法
律
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
四
年
の
会
社
法
を

｢

中
・

旧
会
社
法｣

、
二
〇
〇
六
年
の
会
社
法
を

｢

中
・
新
会
社
法｣

、
二
〇
〇
八
年
改
正
後
の
民
事
訴
訟
法
を

｢

中
・
民
事
訴
訟
法｣

と
称
す
る)

と
し

て
、
実
体
法
上
の
規
定
は

｢
取
締
役
、
監
査
役
及
び
高
級
管
理
職
は
、
会
社
の
職
務
を
執
行
す
る
際
に
、
法
律
、
行
政
法
規
又
は
会
社

定
款
の
定
め
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
る
場
合
、
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(

中
・
新
会
社
法
第
一
五
〇
条)

で

あ
る
。
手
続
法
上
の
規
定
と
し
て
、｢
有
限
会
社
の
株
主
及
び
連
続
一
八
〇
日
以
上
単
独
又
は
合
計
で
会
社
の
一
％
以
上
の
株
式

(

８)

を
保

有
す
る
株
式
会
社
の
株
主
は
董
事

(

９)

、
高
級
管
理
職

(�)
、
監
事

(�)
等
が
会
社
に
与
え
た
損
害
に
対
す
る
責
任
を
追
及
で
き
る｣

と
さ
れ
て
い
る

(

中
・
新
会
社
法
一
五
二
条
一
項)

。
さ
ら
に
、
第
三
者
が
違
法
に
会
社
に
損
害
を
与
え
る
場
合
に
、
そ
の
第
三
者
に
対
す
る
責
任
追
及
の

た
め
に
も
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
が
あ
る

(

同
条
三
項

(�))
。

し
か
し
、
導
入
さ
れ
た
ば
か
り
の
中
国
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
立
法
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
法
的
な
問
題
に
つ
い
て
定
め
て
お
ら

ず
、
規
定
に
は
細
か
さ
が
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
株
主
に
よ
る
当
該
制
度
の
運
用
の
現
状
と
し
て
、
新
会
社
法
が
公
布

さ
れ
る
前
に
報
道
さ
れ
た
件
数
よ
り
も
利
用
件
数
は
非
常
に
少
な
い

(�)
。
ま
た
、
提
訴
す
る
原
告
側
は
会
社
の
た
め
の
損
害
賠
償
請
求
と

株
主
自
身
の
た
め
の
損
害
賠
償
請
求
と
を
混
同
す
る
現
象
が
目
立
つ
た
め
、
株
主
、
実
務
家
等
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
対
す
る
認
識

及
び
理
解
が
未
だ
明
確
で
は
な
く
、
円
滑
な
運
用
が
な
さ
れ
る
ま
で
時
間
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
機
能
を
妨
げ
る
可
能
性
が
あ
る
問
題
と
し
て
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

１)
裁
判
所
の
対
応
の
問
題

こ
れ
ま
で
の
中
国
に
お
い
て
は
、
上
場
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
、
情
報
開
示
等
の
法
律
規
定
が
完
備
さ
れ
て

お
ら
ず
、
取
締
役
等
に
対
す
る
証
券
法
の
規
定
が
抽
象
的
で
、
殆
ど
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
券
市
場
の
管
理
が
混
乱
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
支
配
株
主
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
取
締
役
ら

(�)

が
株
式
会
社
特
に
上
場
会
社
の
資
金
を
横
領
す
る
事
件
が
後
を
絶
た

な
い
。
こ
れ
ら
の
責
任
追
及
の
た
め
、
株
主

(

主
に
中
小
株
主)

に
よ
る
訴
訟
が
年
々
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
六
年
ま
で
に

明
確
な
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、
訴
訟
の
ほ
と
ん
ど
が
法
律
上
の
根
拠
、
あ
る
い
は
、
司
法
解
釈
が
な
い
と
い
う
理
由

で
裁
判
所
に
却
下
ま
た
は
棄
却
さ
れ
て
い
た
。

当
該
制
度
導
入
後
に
は
、
制
度
の
実
際
の
運
用
及
び
事
案
の
審
理
に
際
し
て
、
各
裁
判
所

(

特
に
地
方
裁
判
所)

に
と
っ
て
、
豊
富

な
経
験
が
蓄
積
さ
れ
判
例
も
多
い
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
諸
国
と
比
べ
る
と
、
十
分
な
審
理
の
経
験
が
な
く
、
参
考
判
例
が
な
い
と
い
う
現

実
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
裁
判
所
が
と
る
べ
き
対
応
に
つ
い
て
、
検
討
・

提
案
を
行
う
。

(

２)

訴
訟
手
数
料
の
問
題

株
主
代
表
訴
訟
は
財
産
訴
訟
と
さ
れ
る
か
、
非
財
産
訴
訟
と
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
訴
訟
の
手
数
料
が
大
き
く
異
な
る
。
会
社
法
及

び
最
高
裁
判
所
に
よ
る
司
法
解
釈

(�)
に
も
、
二
〇
〇
七
年
の

｢

中
華
人
民
共
和
国
民
事
訴
訟
法｣

の
改
正
に
も
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
施
行

さ
れ
て
い
る

｢

人
民
法
院
訴
訟
収
費
方
法｣

に
も
、
株
主
代
表
制
度
に
関
す
る
訴
訟
手
数
料
の
具
体
的
な
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

中
国
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
を
財
産
訴
訟
と
し
て
受
理
さ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

(�)
。
事
案
受
理
費

(

以
下

訴
訟
手
数
料
と
称
す
る)

や
訴
訟
費
用
の
負
担
は
原
告
株
主
の
提
訴
に
対
す
る
積
極
性
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
当
該
制
度
が
う

中国会社法における株主代表訴訟制度の現状と課題(一) (潘 秀麗)93



ま
く
機
能
す
る
か
否
か
に
も
結
び
付
く
と
考
え
ら
れ
る
。

(
３)

濫
用
防
止
策
の
問
題

株
主
代
表
訴
訟
は
株
主
が
会
社
の
代
わ
り
に
訴
訟
を
行
う
の
で
、
各
国
の
会
社
法
の
経
験
に
鑑
み
れ
ば
、
株
主
に
濫
用
さ
れ
や
す
い

制
度
で
も
あ
り
、
制
度
の
設
計
が
適
切
で
な
い
場
合
に
は
、
会
社
経
営
の
健
全
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

濫
訴
の
防
止
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。｢

中
・
新
会
社
法｣

で
は
、
濫
用
防
止
策
に
関
わ
る
規
定
が
持
株
期
間
の
制
限

が
一
つ
の
対
策
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
他
に
明
確
な
防
止
策
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
特
に
多
く
の
国
に
採
用
さ
れ
て
い
る
訴
訟
費
用
担
保

提
供
に
関
し
て
、｢

会
社
法
司
法
解
釈
二｣

(

意
見
募
集
稿)

の
第
三
〇
条
に
そ
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
、
訴
訟
が
提

起
さ
れ
た
被
告
が
取
締
役
、
監
査
役
又
高
級
管
理
職
で
あ
る
場
合
の
み
、
被
告
に
よ
り
訴
訟
費
用
担
保
提
供
の
申
請
が
で
き
、
被
告
が

｢

第
三
者｣

で
あ
る
場
合
に
申
請
で
き
な
い
と
い
う
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
五
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
た

｢

司
法
解

釈
二｣

で
は
そ
の
規
定
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
濫
用
防
止
策
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
特
別
訴
訟
委
員
会
、
担
保
提
供
命
令
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

上
で
、
中
国
の
適
切
な
濫
用
防
止
策
を
見
つ
け
出
す
。

(

４)

訴
訟
の
和
解
の
問
題

株
主
代
表
訴
訟
で
は
、
裁
判
の
長
期
化
に
よ
る
訴
訟
当
事
者
の
心
理
的
負
担
の
増
加

(�)
や
会
社
イ
メ
ー
ジ
の
維
持
や
取
締
役
の
資
力
の

限
界
か
ら
、
原
告
株
主
と
被
告
取
締
役
の
間
で
の
適
切
な
和
解
が
一
つ
の
早
期
・
迅
速
な
訴
訟
終
結
策
だ
と
考
え
ら
れ
る
。｢

中
・
新

会
社
法｣

に
お
い
て
、
株
主
代
表
訴
訟
に
関
す
る
和
解
の
規
定
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
特
別
の
制
限
も
な
い
。
代
表
訴
訟
が
民
事

訴
訟
の
一
種
で
あ
る
た
め
、
和
解
に
つ
い
て｢

民
事
訴
訟
法｣

の
関
連
規
定
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
和
解
ま

た
は
取
り
下
げ
に
よ
り
訴
訟
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
和
解
に
つ
い
て
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検
討
を
行
っ
た
上
で
、
中
国
の
会
社
法
に
お
い
て
和
解
に
関
す
る
特
別
規
定
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

２

本
稿
の
中
心
論
点
及
び
限
界

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
常
に
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
念
頭
に
お
き
、
中
国
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
、
法
的
規
制

及
び
実
務
的
な
状
況
と
い
う
側
面
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
会
社
法
と
比
較
研
究
を
行
う
と
同
時
に
、
本
稿
の
中
心
的
な
論
点
で
あ
る
株
主
代

表
訴
訟
制
度
の
運
用
を
影
響
す
る
手
続
法
上
の
問
題
、
及
び
規
定
上
の
不
備
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
て
い
く
。
以
下
に
お
い

て
は
、
本
稿
の
中
心
的
な
論
点
及
び
目
的
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
。

(

１)

中
・
米
二
ケ
国
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
比
較
を
通
し
、
中
国
の
当
該
制
度
の
手
続
法
的
側
面
に
お
け
る
問
題
点
を
明
ら
か

に
す
る
。

(

２)

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
欠
陥
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
の
当
該
制
度
に
関
す
る
規
定
及
び

運
用
状
況
か
ら
得
た
示
唆
を
も
と
に
中
国
の
当
該
制
度
の
改
善
に
向
け
、
ど
の
よ
う
に
改
正
し
て
い
く
べ
き
か
を
検
討
し
、
提

案
を
行
う
。

(

３)

こ
れ
ま
で
の
米
国
に
お
い
て
議
論
し
て
き
た
濫
用
防
止
策

(

持
株
期
間
の
制
限
、
特
別
訴
訟
委
員
会
、
裁
判
所
に
よ
る
却
下
、
担

保
提
供
の
命
令)

を
検
討
し
、
中
国
の
当
該
制
度
の
濫
用
防
止
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
見
つ
け
る
こ
と
で
、
今
後
の
中
国
に

お
け
る
必
要
な
改
善
点
を
提
案
す
る
。

本
稿
に
お
い
て
、
主
に
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
機
能
に
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
手
続
法
上
の
問
題
、
た
と
え
ば
、
訴
訟
手
数
料
算

定
の
問
題
、
原
告
株
主
の
適
格
の
問
題
、
弁
護
士
費
用
の
問
題
、
和
解
の
問
題
、
及
び
濫
用
防
止
策
の
問
題
に
焦
点
を
置
き
、
ア
メ
リ

カ
と
の
比
較
研
究
を
行
う
。
し
か
し
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
は
複
雑
な
制
度
で
あ
り
、
会
社
法
中
の
会
社
及
び
中
小
株
主
の
利
益
保
護

を
図
る
一
つ
の
制
度
と
し
て
、
他
の
制
度
と
関
連
さ
せ
て
は
じ
め
て
そ
の
目
的
を
実
現
で
き
、
最
適
な
制
度
設
計
が
で
き
る
と
考
え
ら
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れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
よ
り
健
全
な
制
度
に
す
る
た
め
に
は
、
手
続
法
上
の
規
定
の
完
備
、
取
締
役
制

度
の
あ
り
方
及
び
取
締
役
責
任
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
も
関
連
し
て
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
。
本
稿
の
検
討
は
そ
の
一
部
を
な
す
も
の

で
あ
る
。

三

本
稿
の
構
成

本
稿
の
構
成
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章
に
お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
、
概
観
す
る
。
第
一
節
で
は
、
中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟

制
度
の
背
景
に
つ
い
て
、
第
二
節
で
は
、
二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
前
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
め
ぐ
る
法
規
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
三
節
で
は
、
二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
後
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
章
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
第
一
節
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代

表
訴
訟
制
度
の
背
景
を
検
討
す
る
。
第
二
節
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
第
三
節
で
は
、

濫
用
防
止
策
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

第
三
章
に
お
い
て
、
中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
課
題
及
び
提
言
を
行
う
。
第
一
節
で
は
、
中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴

訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
第
二
節
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
改
正
へ
の
提
言
を
訴
訟
手
数
料

の
改
善
点
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

な
お
、
本
稿
の
検
討
範
囲
は
次
の
も
の
に
限
定
す
る
。
中
国
で
は
、
支
配
株
主
に
よ
り
派
遣
さ
れ
る
取
締
役
に
よ
る
上
場
会
社
の
資

金
の
横
領
・
流
用
の
問
題
が
最
も
深
刻
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
責
任
追
及
の
訴
え
が
注
目
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
に
お
い

て
は
、
主
に
公
開
会
社
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
中
国
で
は
株
主
代
表
訴
訟
の
被
告

(

取
締
役
、
監
査

役
、
第
三
者
及
び
中
国
の
会
社
法
に
お
い
て
高
級
管
理
人
も
含
む)

と
な
る
範
囲
が
広
い
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
の
便
宜
の
た
め
、
中
国
・
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米
国
の
公
開
会
社
の
取
締
役
の
責
任
追
及
に
関
す
る
株
主
代
表
訴
訟
を
念
頭
に
置
き
、
そ
の
比
較
を
行
う
。
ま
た
、
本
稿
は
あ
く
ま
で

中
・
米
両
国
の
理
論
の
比
較
を
行
う
が
、
提
案
を
行
う
際
に
は
中
国
の
国
情
な
ど
も
考
慮
す
る

(�)

。

註(

１)����������������������������������������������������������������������������������������
������������

(��������������������������
2009)��

363�����������������������������������
����������������������

§
358�

(3 ����������������
1983)���

1036��������������������������������
���������������������������������������������������������

43��������������1020
(1986)�

(

２)������������������������������������������������������
(�����������������������

2001)���
245�

(

３)��������������������������
(1)�

§
360���

1045�
(

４)

判
例
と
し
て
、�����������������������������������
事
件
、
学
説
と
し
て
、�����������������������������

§
145�

(������1946)���
342

が
あ
る
。

(

５)�������������������������
(1)�

§
358���

1036�
ま
た
、
周
剣
龍

『

株
主
代
表
訴
訟
制
度
論』

(

信
山
社
、
一
九
九
六
年)

、
二
一

頁
参
照
。

(

６)

拙
稿｢

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
利
用
実
態
と
濫
用
の
可
能
性

中
国
会
社
法
と
日
本
会
社
法
と
の
比
較｣

九
大
法
学
第
九
七
号(

二
〇
〇
八
年)

、

七
一
頁
参
照
。

(

７)

支
配
株
主
と
は
、
そ
の
出
資
額
が
有
限
責
任
会
社
の
資
本
総
額
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
る
株
主
、
ま
た
は
そ
の
保
有
す
る
株
式
が
株
式
会
社
の
株

式
資
本
総
額
の
五
〇
％
以
上
を
占
め
る
株
主
、
並
び
に
出
資
額
ま
た
は
保
有
株
式
の
比
率
が
五
〇
％
未
満
で
あ
る
が
、
そ
の
出
資
額
ま
た
は
保
有
株

式
に
よ
り
有
す
る
議
決
権
が
株
主
会
ま
た
は
株
主
総
会
の
決
議
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
の
に
十
分
な
株
主
を
指
す(

中
・
新
会
社
法
第
二
一
七
条)

。

中
国
に
お
い
て
は
、
国
が
有
限
会
社
や
株
式
会
社
に
出
資
し
た
場
合
、
他
の
出
資
者
と
同
様
に
社
員
や
株
主
に
な
る
。
そ
の
大
半
の
株
式
会
社
に
お

い
て
、
国
が
会
社
の
支
配
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
支
配
株
主
・
支
配
社
員
と
な
っ
て
い
る
。

(

８)

こ
こ
で
の
一
％
は
会
社
発
行
済
株
式
総
数
の
一
％
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
宣
偉
華

｢

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
現
状
及
び
問

題
点｣�������
第
三
六
号

(

二
〇
〇
八
年)

、
一
五
頁
。

中国会社法における株主代表訴訟制度の現状と課題(一) (潘 秀麗)97



(

９)

日
本
の
取
締
役
に
該
当
す
る
。

(�)
会
社
の
経
理

(

日
本
の
社
長
に
当
た
る)

、
副
経
理
、
財
務
責
任
者
、
上
場
会
社
の
取
締
役
会
の
秘
書
、
又
は
定
款
で
規
定
さ
れ
た
他
の
人
員
を

指
す
。

(�)
日
本
の
監
査
役
に
該
当
す
る
。

(�)
中
国
の
株
主
代
表
訴
訟
の
規
定
に
よ
り
、
第
三
者
に
対
す
る
責
任
追
及
に
も
株
主
代
表
訴
訟
が
利
用
で
き
る
。
こ
の
点
で
は
ア
メ
リ
カ
法
と
共
通

す
る
た
め
、
こ
の
規
定
は
株
主
に
強
大
な
パ
ワ
ー
を
与
え
た
も
の
と
ア
メ
リ
カ
で
評
価
さ
れ
て
い
る
。
射
手
矢
好
雄
＝
布
井
千
博
＝
周
剣
龍

『

改
正

中
国
会
社
法
・
証
券
法』

(

商
事
法
務
、
二
〇
〇
六
年)

一
九
頁
。
な
お
、
本
稿
の
中
国
会
社
法
条
文
の
日
本
語
訳
も
本
書
に
従
っ
て
い
る
。

(�)
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
一
〇
件
前
後
に
過
ぎ
な
い
。
宣
・
前
掲
注

(

８)

、
五
七
頁
。

(�)
株
式
会
社
、
特
に
上
場
会
社
の
支
配
株
主
は
ほ
と
ん
ど
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
支
配
株
主
と
し
て
株
式
会
社
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
政
府
機
関
が

役
員
を
直
接
派
遣
す
る
の
で
は
な
く
、
政
府
レ
ベ
ル
で
は
国
有
資
産
監
督
管
理
委
員
会
と
い
う
政
府
機
関
に
よ
り
、
政
府
の
持
株
を
国
有
資
産
の
一

部
と
し
て
監
督
・
管
理
す
る
。
そ
の
国
有
資
産
監
督
管
理
員
会
と
株
式
会
社
と
の
間
に
、
国
有
資
産
経
営
会
社
・
国
有
資
産
投
資
会
社
・
会
社
グ
ル
ー

プ
の
本
社
等
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
会
社
ま
た
は
グ
ル
ー
プ
本
社
が
、
株
式
会
社
特
に
上
場
会
社
に
対
し
て
、
国
に
代
わ
っ
て
株
主
権
を
行

使
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
府
の
機
能
と
企
業
の
機
能
の
分
離
の
原
則
と
の
抵
触
を
回
避
す
る
た
め
に
、
政
府
機
関
と
会
社
と
の
間
に
一
つ
の
実
体
と

し
て
の
投
資
会
社
と
企
業
グ
ル
ー
プ
の
本
社
の
よ
う
な
も
の
を
置
き
、
国
を
代
表
し
て
、
株
主
権
を
行
使
さ
せ
る
構
造
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

最
近
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
本
社
そ
の
も
の
を
株
式
会
社
に
変
更
し
、
株
式
市
場
に
直
接
上
場
さ
せ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
国

有
資
産
監
督
管
理
委
員
会
が
会
社
に
役
員
を
直
接
派
遣
し
、
株
主
権
を
行
使
さ
せ
る
。
周
剣
龍

｢

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
メ
ン
ト｣

ワ
ー

ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー

(

同
志
社
大
学)

七
巻
一
号

(

二
〇
〇
五
年
一
〇
月)

一
七
八
〜
一
七
九
頁
。

(�)
一
九
八
一
年
六
月
一
〇
日
の

｢

全
国
人
大
常
委
員
会
の
法
律
解
釈
の
強
化
に
関
す
る
工
作
の
決
議｣

に
よ
り
、｢

司
法
解
釈
と
は
、
中
国
最
高
司

法
機
関
は
法
に
与
え
ら
れ
る
権
限
の
範
囲
内
で
、
法
律
が
施
行
さ
れ
る
過
程
に
お
け
る
そ
の
法
律
問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
運
用
に
対
し
て
、
一
般

的
な
法
的
効
力
を
有
す
る
解
釈
で
あ
る｣

。
解
釈
の
方
式
及
び
効
力
の
範
囲
に
よ
っ
て
、
そ
の
司
法
解
釈
は

｢

規
範
的
司
法
解
釈｣

と

｢

個
別
的
司

法
解
釈｣

に
分
か
れ
て
い
る
。｢

規
範
的
司
法
解
釈｣

は
個
別
の
事
案
を
対
象
に
解
釈
を
行
う
解
釈
で
は
な
く
、
法
律
と
同
じ
く
一
般
的
な
法
的
拘

束
力
を
有
し
、
各
級
の
司
法
機
関
は
そ
の
解
釈
に
従
い
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の
司
法
解
釈
は
最
高
裁
判
所
に
よ
り
出
し
て
い
る

｢

規

範
的
司
法
解
釈｣

の
こ
と
を
指
す
。

一
九
九
七
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
最
高
人
民
法
院
の

｢�������������
｣

は
こ
れ
ま
で
に
お
い
て
司
法
解
釈
に
関
す
る
最
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も
具
体
的
、
詳
細
の
法
律
規
定
で
あ
り
、
計
一
七
条
、
司
法
解
釈
の
法
律
効
力
、
起
草
手
順
、
具
体
的
な
実
施
、
整
理
及
び
編
纂
等
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
た
。
中
に
第
二
条
は

｢

審
判
の
際
に
法
律
の
具
体
的
な
応
用
に
関
し
て
、
最
高
人
民
法
院
に
よ
り
司
法
解
釈
を
行
う｣

と
規
定
さ
れ
、
第
一
四

条
は

｢

司
法
解
釈
及
び
関
連
法
律
規
定
は
同
時
に
人
民
法
院
の
判
決
又
は
裁
定
の
根
拠
と
な
る
場
合
、
司
法
文
書
に
お
い
て
そ
の
引
用
を
明
記
す
べ

き
で
あ
る
。
判
決
又
は
裁
定
の
根
拠
と
し
て
司
法
解
釈
を
引
用
す
る
場
合
、
先
に
適
用
の
法
律
条
文
を
先
に
引
用
し
、
次
に
応
用
す
る
司
法
解
釈
を

引
用
す
る｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(�)
中
期
公
司
事
案
、
城
市
通
公
司
事
案
、
三
九
医
薬
事
案
等
殆
ど
財
産
訴
訟
と
し
て
受
理
さ
れ
て
い
た
。

(�)
高
橋
均

『

株
主
代
表
訴
訟
の
理
論
と
制
度
改
正
の
課
題』
(

同
文
舘
出
版
株
式
会
社
、
二
〇
〇
九
年)

、
一
五
五
頁
。

(�)
法
律
用
語
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
董
事
・
董
事
会
・
監
事
・
監
事
会
・
高
級
管
理
人
、
人
民
法
院
な
ど
の
用
語
に
つ
い
て
、
日
本
語
の
便
宜
を

図
る
た
め
、
具
体
的
に
は
、｢
董
事｣

を
取
締
役
、｢

董
事
会｣

を
取
締
役
会
、｢

監
事｣

を
監
査
役
、｢

監
事
会｣

を
監
査
役
会
、｢

人
民
法
院｣

を

裁
判
所
、｢������

｣
を
株
式
会
社
、｢

有
限
責
任
公
司｣

を
有
限
会
社
と
訳
す
。
中
国
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
制
度
に
は
各
国
と
異
な
っ
た
特
徴
も

存
在
す
る
が
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
検
討
に
関
し
て
は
上
記
の
よ
う
に
言
い
換
え
て
問
題
な
い
も
の
と
考
え
る
。

第
一
章

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度

第
一
節

中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
背
景

一

中
国
会
社
法
の
沿
革

中
国
で
は
、
一
八
四
〇
年
〜
四
二
年
の
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
、
西
洋
の
国
々
に
よ
り
西
洋
資
本
主
義
の
産
物
が
中
国
に
持
ち
込
ま
れ
た
。

会
社
制
度
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
中
国
の
歴
史
上
初
め
て
の
会
社
法
で
あ
る

｢

公
司
律｣

は
一
九
〇
四
年
に
施
行
さ
れ
た
。
会
社
法
の

施
行
及
び
発
展
は
、
中
国
の
工
商
業
の
発
展
を
一
定
程
度
促
進
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
、
社
会
の
不
安
定
、
外
国
及
び
官
僚
に
よ

る
資
本
の
独
占
、
官
僚
の
腐
敗
等
様
々
な
原
因
に
よ
り
、
会
社
法
制
度
の
確
立
は
予
想
さ
れ
た
通
り
の
効
果
を
持
た
ら
さ
な
か
っ
た
。

西
洋
の
制
度
と
中
国
の
伝
統
文
化
と
の
間
の
相
違
も
、
当
時
の
会
社
法
制
度
が
当
初
の
予
想
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
原
因
の
一
つ
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と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
西
洋
の
会
社
法
制
度
は
法
律
を
遵
守
し
て
会
社
を
運
営
す
る
こ
と
、
各
利
害
関
係
人
の
利
益
の
バ
ラ

ン
ス
を
図
る
こ
と

(

民
主
と
開
示
が
必
須
要
件
で
あ
る)

が
要
求
さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
中
国
で
は
、
人
治
主
義

(

権
利
者
の
意
思

に
よ
る
支
配)

と
宗
教
の
概
念
が
深
く
根
付
け
ら
れ
、
民
主
と
開
示
に
関
し
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
会
社
法

上
は
、
中
小
株
主
に
対
す
る
保
護
の
不
足
と
い
う
形
で
表
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
法
の
中
に
中
小
株
主
を
保
護
す
る
条
文
が
非
常
に

少
な
か
っ
た
。
会
社
は
大
株
主
及
び
管
理
者
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
株
主
総
会
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
発
揮
で
き
な
か
っ
た

(�)

。

一
九
四
九
年
に
、
新
し
い
中
国
の
誕
生
及
び
計
画
経
済
体
制
の
導
入
に
よ
り
、
真
の
意
味
で
の
会
社
及
び
会
社
法
は
中
国
で
の
存
在

意
義
を
失
っ
て
い
た
。
一
九
七
八
年
に
、
中
国
で
は
新
し
い
経
済
促
進
と
す
る
改
革
開
放
の
開
始
・
発
達
に
よ
り
、
外
国
の
資
本
を
導

入
し
、
そ
の
後
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
も
そ
の
対
策
が
浸
透
し
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
改
革
は
、
国
有
企
業
に
対
す
る
改

革
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
企
業
自
主
の
拡
大
、
国
有
企
業
請
負
・
賃
貸
責
任
制
度
、
経
営
者
責
任
の
強
化
等
で
あ
っ

た
。
最
終
的
中
小
国
有
企
業
の
払
い
下
げ
に
よ
る
民
営
化
や
大
型
国
有
企
業
の
株
式
化
が
進
め
ら
れ
た

(�)

。
す
な
わ
ち
、
国
有
企
業
は
現

代
的
意
味
で
の
会
社
形
式
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
営
企
業
、
外
資
投
資
企
業
の
発
展
も
図
ら
れ
た

(�)

。

こ
れ
ま
で
、
国
内
の
会
社
は
主
に
条
例

(�)
、
地
方
法
規

(�)
及
び
政
府
規
章

(�)
に
よ
り
調
整
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
経
済
の
発
展
に
対
応
す

る
た
め
、
企
業
を
規
範
す
る
法
律
・
法
規
も
次
々
と
実
施
さ
れ
て
き
た
。
一
九
七
九
年
に

｢

中
外
合
資
企
業
法｣

、
一
九
八
六
年
及
び

一
九
八
八
年
に

｢

中
外
合
作
経
営
企
業
法｣

｢

外
商
投
資
企
業
法｣

が
公
布
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
に
、
中
国
第
一
部
の
社
会
主
義
計

画
経
済
か
ら
市
場
経
済
へ
の
大
転
換
期
に
お
い
て
成
立
し
た

｢
公
司
法｣

(

中
・
旧
会
社
法)

が
公
布
さ
れ
、
そ
の
次
の
年
に
実
施
さ
れ

た
。
そ
の
後
に
、
一
九
九
九
年
及
び
二
〇
〇
四
年
に
二
回
の
小
規
模
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
二
〇
〇
六
年
に
施
行
さ
れ
た
新
会
社
法
の

改
正
は
こ
れ
ま
で
で
最
大
の
改
正
と
な
り
、
草
案
策
定
段
階
で
は
、
日
本
・
ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
等
の
国
か
ら
専
門
家
を
招
聘
し
、
今

回
の
改
正
に
協
力
し
た
。
さ
ら
に
、
世
界
銀
行

(������������)
や
ド
イ
ツ
の���

(������������������������� �
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�
������������������������ )

な
ど
の
世
界
各
国
の
各
機
関
も
立
法
へ
の
協
力
を
行
っ
た

(�)

。

二

中
国
会
社
法
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
法
制
の
特
徴

１

株
主
総
会
が
会
社
の
中
心
機
関

旧
会
社
法
で
は
、
株
主
総
会
は
会
社
の
最
高
権
限
機
関
と
し
て

(�)

、
会
社
の
運
営
に
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た

(�)

。
取
締
役
会
は
株
主

総
会
に
対
し
責
任
を
持
つ
と
規
定
さ
れ
た

(�)
。
国
有
企
業
の
改
革
を
促
進
し
、
国
有
企
業
に
対
す
る
国
家

(

ほ
と
ん
ど
の
国
有
企
業
の
支

配
株
主
と
な
っ
て
い
る)
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
維
持
の
た
め
、
株
主
に
会
社
の
運
営
に
十
分
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
こ
れ
ら
の

規
定
の
狙
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
株
主
の
権
限
を
制
限
す
る
規
定
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
大
株
主
及
び
支
配
株
主
の
濫
用
に
つ

な
が
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
新
会
社
法
は
、
依
然
と
し
て
株
主
総
会
を
中
心
と
す
る
方
式
を
取
っ
て
い
る
が

(�)

、
支
配
株
主
に
よ
る
資
金

流
用
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
、
支
配
株
主
権
限
の
制
限
及
び
中
小
株
主
の
権
益
の
保
護
に
関
す
る

規
定

(�)

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

２

上
場
会
社
に
お
け
る
独
立
取
締
役
導
入
の
義
務
化

中
国
の
多
く
の
上
場
会
社
は
国
有
企
業
か
ら
転
換
さ
れ
、
流
通
性
が
低
い
国
家
株
、
国
有
法
人
株
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
現
象
が
目
立
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
株
主
又
は
親
会
社
は
取
締
役
会
を
支
配
し
て
い
る
。
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会

(�)
(

以
下
証
監
会
と
称
す

る)

の
報
告
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
の
上
場
会
社
の
八
〇
％
以
上
の
会
社
の
取
締
役
会
に
お
い
て

｢

内
部
者｣

で
あ
る
取
締
役
が
取

締
役
会
の
メ
ン
バ
ー
の
六
〇
％
を
占
め
て
い
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
会
社
の
実
質
的
支
配
者
は
中
小
株
主
の
監
督
範
囲
外
に
存
在
し
、
こ

れ
ら
の
者
に
よ
る
上
場
会
社
の
資
金
の
横
領
に
繋
が
っ
て
い
る
。

通
常
の
会
社
に
お
い
て
は
大
陸
法
系
の
国
々
に
よ
く
み
ら
れ
る
取
締
役
と
監
査
役
会
が
併
存
す
る
二
層
制
を
取
り
、
監
査
役

(

監
査

役
会)

は
、
取
締
役

(

取
締
役
会
・
執
行
役)

を
監
督
す
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
監
査
役
会
は
株
主
の
代
表
及
び
従
業
員
の
代
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表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
従
業
員
の
代
表
は
監
査
役
会
の
全
構
成
員
の
三
分
の
一
を
下
回
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(�)

。
し
か
し
、

従
来
の
会
社
法
の
各
規
定
が
抽
象
的
で
、
監
査
役
会
の
権
限
が
狭
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
監
査
機
能
が
ほ
と
ん
ど
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
批
判
が
あ
っ
た

(�)
。
ま
た
、
独
立
取
締
役
制
度
が
こ
こ
数
年
で
注
目
さ
れ
、
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
多
か
っ
た

(�)

。
そ
こ

で
、
新
会
社
法
は
上
場
会
社

(�)
の
機
関
に
つ
い
て
特
別
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
改
善
し
、
会

社
の
運
営
効
率
を
高
め
、
上
場
会
社
の
取
締
役
会
の
管
理
の
強
化
を
図
る
た
め
、
二
〇
〇
一
年
に
証
監
会
が
公
布
し
た

｢�����
����� ����������

｣
(

上
場
会
社
へ
の
独
立
取
締
役
制
度
導
入
に
関
す
る
指
導
意
見)

に
お
い
て
上
場
会
社
に
お
け
る

取
締
役
会
の
中
に
、
三
分
の
一
の
独
立
取
締
役
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
独
立
取
締
役
の
導
入
を
強
調
し
た

(�)

。
新
会
社
法
に

お
い
て
も
、
上
場
会
社
に
独
立
取
締
役
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
た

(�)

。
し
か
し
、
そ
の
規
定
の
中
で
、
独
立
取
締
役
に
関
す
る
具
体
的

規
定
は
、
国
務
院
が
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
上
場
会
社
に
お
い
て
は
、
監
査
役
会
と
独
立
取
締
役
が
取

締
役
に
対
す
る
監
督
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

３

支
配
株
主
及
び
実
質
的
支
配
者

(�)
に
対
す
る
規
範
規
定
の
強
化

中
国
で
は
、
会
社
、
特
に
上
場
会
社
が
そ
の
支
配
株
主
と
な
る
親
会
社
の
債
務
を
保
証
し
、
損
害
を
被
る
と
い
う
事
態
が
目
立
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
支
配
株
主
及
び
実
質
的
支
配
者
が
株
主
権
を
濫
用
し
、
会
社
及
び
株
主
に
損
害
を
与
え
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
多
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
事
態
に
対
し
、
旧
会
社
法
の
第
一
三
条
二
項
に
は
、
会
社
が
子
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
会
社
が
法
人
格
を

有
し
、
法
に
よ
り
独
立
の
民
事
責
任
を
負
担
す
る
と
し
か
規
定
し
て
お
ら
ず
、
新
会
社
法
は
支
配
株
主
及
び
実
質
的
支
配
者
の
権
力
濫

用
の
防
止
・
是
正
の
視
点
か
ら
彼
ら
の
行
為
に
対
す
る
規
範
及
び
責
任
の
追
及
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

支
配
株
主
及
び
実
質
的
支
配
者
の
た
め
の
債
務
保
証
及
び
株
主
権
の
濫
用
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
規
定
を
設
け
ら
れ
て
い
る
。
債
務

保
証
に
つ
い
て
、
会
社
が
実
質
的
支
配
者
の
た
め
担
保
提
供
を
行
う
場
合
に
、
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
と
な
り
、
担
保
提
供
を
受
け
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る
実
質
的
支
配
者
の
指
示
を
受
け
た
株
主
は
、
決
議
に
お
い
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(�)

。
権
利
濫
用
に

つ
い
て
、
株
主
が
株
主
権
の
濫
用
に
よ
り
会
社
及
び
そ
の
他
の
株
主
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
、
権
利
濫
用
の
株
主
が
損
害
賠
償
責
任

を
負
う

(�)
と
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
濫
用
に
よ
り
会
社
の
合
法
的
な
権
利
及
び
利
益
を
侵
害
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
株
主
代

表
訴
訟
に
よ
り
責
任
の
追
及
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る

(�)

。

三

中
小
株
主
の
保
護

株
主
代
表
訴
訟
制
度
は
支
配
株
主
や
経
営
者
の
横
暴
か
ら
中
小
株
主
の
権
利
を
保
護
す
る
面
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
の
役
割
を
検
討
す
る
前
に
、
中
国
に
お
け
る
会
社
及
び
中
小
株
主
の
保
護
に
関
す
る
関
連
法
規
定
を
紹
介

す
る
。

会
社
及
び
中
小
株
主
の
権
利
の
保
護
は
、
主
に

｢

会
社
法｣

並
び
に

｢

証
券
法｣

(

日
本
の
金
融
商
品
取
引
法
に
該
当
す
る)

に
よ
り

実
現
さ
れ
て
い
る
。｢

会
社
法｣

は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
及
び
全
て
の
会
社
・
中
小
株
主
の
権
益
の
保
護
等
に
対
す
る
一
般

的
な
法
規
定
で
あ
る
。
新
会
社
法
で
は
、
株
主
の
定
款
等
の
閲
覧
権
、
反
対
株
主
の
持
分
・
株
式
買
取
請
求
権
、
株
主
の
株
主
総
会
の

招
集
・
主
宰
権
、
株
主
の
提
案
権
と
質
問
権
、
株
主
の
訴
権
等
の
規
定
を
強
化
し
た

(�)
。

こ
れ
に
対
し
て
、｢

証
券
法｣

は
主
に
上
場
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
、
情
報
開
示
、
中
小
株
主
に
対
す
る
保

護
・
救
済
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
完
備
等
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
上
場
会
社
及
び
中
小
株
主
の
権
益
の
保
護
を
図
る
。

さ
ら
に
、
法
規
定
以
外
に
、
最
高
裁
に
よ
る
司
法
解
釈
も
会
社
及
び
中
小
株
主
の
保
護
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
上
場
会
社
及
び
そ
の
中
小
株
主
に
と
っ
て
、
証
監
会
が
公
布
し
た
規
定

(�)
も
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
特
に
、｢

会
社
法｣

と

｢

証
券
法｣

の
改
正
前
に
、
支
配
株
主
・
取
締
役
に
対
す
る
規
制
、
会
社
及
び
中
小
株
主
の
権
利
保
護
に
関
す
る
法
的
整
備
が
不
十

分
で
あ
っ
た
た
め
、
証
監
会
に
よ
り
公
布
さ
れ
て
い
る
規
定
は

｢

会
社
法｣

｢

証
券
法｣
の
法
的
不
備
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
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こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
、
国
務
院

(�)

の
授
権
に
よ
り
制
定
・
公
布
さ
れ
た
規
定
で
あ
れ
ば
、
法
律
と
ほ
ぼ
同
じ
効
力
を
有
す
る

(�)

。
そ
の

他
国
務
院
に
よ
る
授
権
が
な
い
規
定
も
あ
る

(�)

。
そ
の
よ
う
な
証
監
会
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
規
定
は
強
制
的
な
効
力
を
有
さ
な
い
が
、
会

社
が
そ
の
規
定
を
守
ら
な
い
場
合
、
会
社
の
上
場
を
許
可
し
な
い
な
ど
の
会
社
に
対
し
て
一
定
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る

(�)

。

第
二
節

二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
前
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
め
ぐ
る
法
規
制

一

株
主
代
表
訴
訟
制
度
導
入
ま
で
の
法
規
制

中
国
証
券
市
場
に
お
い
て
、
経
済
及
び
金
融
体
制
の
改
革
の
深
化
、
市
場
経
済
の
発
展
、
特
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
が
実
現
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
市
場
そ
れ
自
体
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
、
証
券
の
発
行
、
取
引
及
び
会
社
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
数
多
く
の
問
題
に
直
面
す

る
こ
と
と
な
っ
た

(�)
。
こ
の
た
め
、
従
来
か
ら
、
株
主
が
公
開
会
社
の
役
員
の
責
任
を
追
及
す
る
例
は
多
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
大
部
分

は
、
権
限
濫
用
や
内
紛
や
粉
飾
決
算
、
倒
産
な
ど
に
関
す
る
損
害
賠
償
責
任
追
及
の
訴
訟
で
あ
る
。
し
か
し
、
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た

数
々
の
事
件
に
つ
い
て
さ
え
、
役
員
の
民
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
取
締
役
に
対
す
る
民
事
責
任
を
追
及
で

き
る
明
確
な
法
律
根
拠
が
な
か
っ
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
も
、

取
締
役
な
ど
の
責
任
追
及
に
関
す
る
規
定
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

１

取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
及
に
関
す
る
会
社
法
規
定

(

１)

旧
会
社
法
第
六
三
条

旧
会
社
法
第
六
三
条
で
は

｢

取
締
役
、
監
査
役
、
支
配
人
は
、
会
社
に
お
け
る
職
務
を
行
う
に
つ
き
、
法
律
、
行
政
法
規
又
は
会
社

定
款
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
取

締
役
等
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
法
的
プ
ロ
セ
ス
で
訴
訟
を
提
起
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
、
明
確
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
株
主
代
表
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
言
及
は
な
か
っ
た
。
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(
２)
旧
会
社
法
第
一
一
一
条

旧
会
社
法
第
一
一
一
条
は

｢

株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
決
議
が
法
律
、
行
政
法
規
に
違
反
し
、
株
主
の
合
法
的
な
権
益
を
侵
害
す
る

場
合
、
株
主
は
人
民
法
院
に
当
該
違
法
行
為
及
び
侵
害
行
為
の
停
止
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る｣

と
規
定
さ
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
違
法
行
為
及
び
侵
害
行
為
の
停
止
を
求
め
る
規
定
で
あ
り
、
損
害
賠
償
請
求
ま
で
の
言
及
は
な
か
っ
た
。

ま
た
、
規
定
が
非
常
に
抽
象
的
で
、
株
主
に
よ
る
運
用
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た

(�)

。
た
と
え
ば
、｢

株
主
の
合
法

的
な
権
益
の
侵
害｣

と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、
合
法
的
な
権
益
の
範
囲
が
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
当
該
規
定
は
株

主
に
代
表
訴
訟
の
権
利
を
与
え
た
か
否
か
、
ま
た
は
当
該
規
定
の
前
提
条
件
と
す
る

｢

株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
決
議
が
法
律
、
行
政

法
規
に
違
反
し
、
株
主
の
合
法
的
な
権
益
を
侵
害
す
る
場
合｣

に
、
果
た
し
て
法
律
、
行
政
法
規
の
違
反
と
株
主
の
合
法
的
な
権
益
の

侵
害
と
い
う
二
つ
の
要
件
を
同
時
に
満
た
す
必
要
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
通
説
は
こ
の
二
つ
の
要
件
を

同
時
に
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
当
該
規
定
は
株
主
に
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
与
え
て
い
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た

(�)

。
こ
れ
に

対
し
て
、
少
数
説
と
し
て
、
二
つ
の
要
件
の
内
一
つ
だ
け
を
満
た
せ
ば
訴
訟
提
起
で
き
、
株
主
は
当
該
規
定
に
よ
り
代
表
訴
訟
を
提
起

で
き
る
と
い
う
見
解

(�)
と
、
当
該
条
文
を
広
く
解
釈
し
て
、
株
主
に
代
表
訴
訟
権
を
与
え
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解

(�)

が
あ
っ
た
。

２

取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
及
に
関
す
る
そ
の
他
の
法
規
定

現
行
の

｢

中
国
中
外
合
資
経
営
企
業
法

(�)｣
に
は
、
契
約
の
相
手
側
が
契
約
に
違
反
し
、
会
社
が
訴
権
を
行
使
し
な
い
場
合
、
株
主
は

会
社
に
属
す
る
訴
権
を
行
使
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
合
資
企
業
に
限
定
さ
れ
る
が
、
株
主
代
表
訴
訟
の
前
身
だ
と
言

え
る
。
そ
の
後
の
最
高
裁
の

｢

民
事
事
件
に
関
す
る
事
由
の
規
定(

試
行)｣
の
第
二
部
の
四
の
第
一
七
八
条
の
規
定
は
株
主
代
表
訴
訟

に
法
的
な
根
拠
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。

中
で
も
、
最
も
注
目
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
一
月
に
証
監
会
と
国
家
経
済
貿
易
委
員
会

(�)
と
の
連
名
で
公
布
さ
れ
た

｢

上
場
会
社
の
コ
ー
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ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
準
則

(�)｣

の
第
一
章
第
一
節
第
四
条
に
お
い
て
、｢

株
主
は
、
法
律
や
行
政
法
規
に
基
づ
く
民
事
訴
訟
又
は

そ
の
他
の
法
的
手
段
を
通
じ
て
、
そ
の
合
法
的
な
権
利
を
守
る
権
利
を
有
す
る
…
…
取
締
役
…
…
は
、
業
務
執
行
の
際
に
法
律
、
行
政

法
規
又
は
会
社
の
定
款
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
主
は
会
社
に
対

し
、
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
の
訴
え
を
提
起
す
る
よ
う
求
め
る
権
利
を
有
す
る｣

と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
株
主
に
会
社

が
取
締
役
の
責
任
を
追
及
し
な
い
場
合
に
取
り
得
る
一
定
の
手
段
を
与
え
る
点
で
は
、
大
き
な
進
歩
だ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
当
該
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
請
求
権
は
会
社
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、
裁
判
所
に
対
す
る
訴
訟
請
求
権
で
は
な
い
た
め
、
会
社
が
株
主
の

当
該
請
求
権
を
拒
ん
だ
場
合
に
、
株
主
の
次
の
救
済
手
段
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
う
る
の
か
に
つ
い
て
、｢

準
則｣

は
触
れ

て
い
な
か
っ
た
。｢

準
則｣
の
草
案
の
段
階
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
権
に
関
す
る
規
定
が
あ
っ
た
が
、
途
中
で
削
除
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
中
・
旧
会
社
法
第
六
三
条
は
、｢

取
締
役
等
は
、
職
務
を
行
う
に
つ
き
、
法
律
、
行
政
法
規
ま
た
は
定
款
の
規
定
に
違
反
し
、

会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
定
め
て
い
た
。
そ
の
他
各
地
方
裁
判
所
も
、
日
々
増

え
て
き
た
株
主
代
表
訴
訟
に
対
応
す
る
た
め
、
関
連
の
地
方
規
定
を
公
布
し
た

(�)
。

し
か
し
、
こ
の
取
締
役
等
の
責
任
を
実
際
に
追
及
す
る
た
め
の
訴
え

(

株
主
代
表
訴
訟)

に
つ
い
て
、
明
確
な
規
定
が
整
備
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
司
法
実
務
に
お
い
て
、
株
主
代
表
訴
訟
を
認
め
る
か
否
か
は
裁
判
官
の
自
由
裁
量
に
任
せ
る
こ
と
に
な

り
、
そ
の
実
効
性
が
問
わ
れ
て
き
た
。

二

裁
判
所
に
よ
る
対
応

１

最
高
裁
判
所
の
司
法
解
釈

最
高
裁
は
中
国
の
最
高
審
判
機
関
で
あ
る
た
め
、
既
存
法
律
の
不
備
な
点
に
対
す
る
司
法
解
釈
権
を
有
し
て
い
る
。
中
小
株
主
の
保

護
に
対
す
る
株
主
代
表
訴
訟
の
適
用
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
裁
判
所
の
司
法
解
釈
で
は
、
積
極
的
な
対
応
と
消
極
的
な
対
応
に
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分
か
れ
て
い
る
。

(

１)
積
極
的
な
対
応

積
極
的
な
対
応
と
は
、
司
法
解
釈
の
公
布
に
よ
り
制
定
法
に
規
定
し
て
い
な
い
権
利
を
中
小
株
主
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
①
一
九

九
四
年
一
一
月
の
最
高
裁
判
所
の
司
法
解
釈

｢���������������������������������
������������������������������� (�)｣

(

中
外
合
資
経
営
企
業

(�)

と
第
三
者
と
の
間
に
売
買
契
約

に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
、
合
資
企
業
を
支
配
す
る
海
外
出
資
側
と
当
該
第
三
者

(

売
主)

と
が
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
、
合
資
企
業
の
中

国
出
資
側
は
誰
の
名
義
で
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
回
答)

の
中
に
、｢

損
害
を
被
っ
た
製
糸
工
場

(

中
国
出
資
側)

は
、
合
資
経
営
企
業
の
取
締
役
会
が
訴
訟
を
提
起
し
な
か
っ
た
場
合
、
自
ら
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
行
使
で
き
る
。

人
民
法
院
は
法
に
基
づ
き
、
訴
訟
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
明
記
し
た

(�)

。

こ
の
回
答
の
中
で
、
最
高
裁
判
所
は

｢

株
主
代
表
訴
訟｣

の
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
一
定
の
状
況
の
下
で
代
表
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
を
認
め
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
案
に
関
す
る
最
高
裁
の
司
法
解
釈
は
、
中
外
合
資
経
営
企
業
の
利
益
が
出
資
の
海
外

側
の
出
資
者
に
よ
り
侵
害
さ
れ
、
中
国
出
資
側
の
株
主
が
海
外
企
業
の
株
主
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
り
、
株

主
代
表
訴
訟
と
し
て
受
理
で
き
る
と
い
う
解
釈
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
の
一
九
九
六
年
の
中
添
・
碧�
の
事
案
に
お
い
て
、

裁
判
所
は
侵
害
す
る
側
が
中
国
側
の
株
主
及
び
関
係
者
で
あ
り
、
訴
訟
を
提
起
す
る
側
は
外
商
株
主
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
株
主
代
表

訴
訟
を
認
め
ず
、
提
訴
を
却
下
し
た
。

(

２)

消
極
的
な
対
応

消
極
的
な
対
応
と
は
、
原
告
株
主
の
提
訴
事
由
が
最
高
裁
判
所
の
公
布
し
た
事
由
と
一
致
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
当
該
事
案
を
受

理
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
最
高
裁
判
所
は
二
〇
〇
一
年
九
月
二
一
日
に

｢��������������
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������
｣
(

証
券
に
関
わ
る
民
事
賠
償
事
案
の
暫
時
に
受
理
し
な
い
通
知)

を
公
布
し
た

(�)

。
こ
の
通
知
で
は
、
証
券
民
事
賠
償
事
件

を
し
ば
ら
く
の
間
不
受
理
と
し
た
。
こ
の
通
知
は
株
主
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
も
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
釈
さ
れ
、
反

発
が
強
か
っ
た
。
そ
の
後
の
二
〇
〇
二
年
一
月
五
日
に
、
そ
れ
を
訂
正
す
る
司
法
解
釈

｢�����������������
����� ���������

｣
(

証
券
市
場
の
虚
偽
陳
述
に
よ
り
生
じ
る
民
事
の
権
利
侵
害
の
事
案
を
受
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
関
係

問
題
の
通
知)
が
公
布
さ
れ
、
そ
の
第
二
条
に

｢

人
民
法
院
は
虚
偽
陳
述
に
よ
る
民
事
賠
償
事
案
を
受
理
す
る
場
合
、
そ
の
虚
偽
陳
述

行
為
は
、
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
及
び
そ
の
派
出
機
関
に
よ
り
調
査
し
処
罰
決
定
に
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事
者
は

そ
の
認
定
結
果
を
民
事
訴
訟
の
事
実
根
拠
と
す
る
場
合
に
限
り
、
人
民
法
院
は
法
に
従
っ
て
受
理
す
る｣

と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
及
び
そ
の
派
出
機
関
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
場
合
に
、
虚
偽
陳
述
に
よ
り
発
生
し
た
民
事
侵
権
紛
争
事
件
を

受
理
し
、
審
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
か
ら
、
最
高
裁
判
所
の
司
法
解
釈
は
、
株
主
の
保
護
の
面
で
も
、
各
裁
判
所
の
株
主
代
表
訴
訟
の
事
案
を
受
理
す
る
か
否
か
の

面
で
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

２

各
級
審
裁
判
所
の
対
応

会
社
法
改
正
前
に
、
各
級
審
の
裁
判
所
に
よ
る
株
主
代
表
訴
訟
に
対
す
る
態
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
消
極
的
な
対
応
も
あ
れ
ば
、

積
極
的
な
対
応
も
あ
っ
た
。
近
年
起
こ
っ
た
株
主
代
表
訴
訟
判
例
は
主
に
①
原
告
株
主
の
不
適
格
と
し
て
却
下
さ
れ
た
判
例
と
②
原
告

株
主
の
適
格
が
認
め
ら
れ
た
判
例
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る

(�)
。

(

１)

原
告
株
主
の
不
適
格
と
し
て
却
下
さ
れ
た
判
例

近
年
の
株
主
代
表
訴
訟
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
、
①
に
属
す
る
も
の
は
多
数
に
上
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
八
年
の
証
監
会
は
紅
光

実
業
及
び
管
理
者
の
粉
飾
決
算
に
対
す
る
処
分
決
定
を
公
表
し
た
こ
と
よ
り
、
紅
光
実
業
の
中
小
株
主
は
経
営
者
の
違
法
行
為
に
よ
り
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会
社
が
罰
金
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
、
経
営
者
の
会
社
の
損
害
に
対
す
る
連
帯
賠
償
責
任
を
求
め
た
事
例
は
、
中
国
に
お
い
て
株
主
に

よ
る
取
締
役
の
責
任
を
追
及
す
る
初
め
て
の
事
案

(�)

で
あ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
原
告
不
適
格
と
い
う
理
由
で
却
下
し
た
。

さ
ら
に
、
上
場
会
社
の
株
主
よ
り
提
起
さ
れ
た
株
主
代
表
訴
訟
の
事
案
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
例
と

し
て
深�
証
券
取
引
所
に
上
場
し
て
い
る
三
九
医
薬
の
小
株
主
は
深�
福
田
区
法
院

(

地
方
裁
判
所)

に
三
九
医
薬
の
代
表
取
締
役
の

任
務
懈
怠
に
よ
り
三
九
医
薬
公
司
へ
二
万
元
の
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
し
た

(�)

。
深�

福
田
区
法
院
で
却
下
さ
れ
、

そ
の
後
深�
中
級
法
院
に
上
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
却
下
さ
れ
た
。｢

株
主
代
表
訴
訟
は
全
体
の
株
主
の
利
益
を
代
表
す
る
た
め
、

原
告
は
代
表
取
締
役
を
訴
え
る
に
は
事
前
に
全
株
主
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る｣

と
判
断
さ
れ
た

(�)

。
二
〇
〇
二
年
一
二
月
一
一
日
当

時
在
任
の
最
高
法
院
所
副
院
長
李
国
光
は
、
全
国
法
院
民
商
事
審
判
会
議
に
お
い
て
、
会
社
の
利
益
が
支
配
株
主
又
は
高
級
管
理
員
の

不
法
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
、
株
主
が
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
人
民
法
院
は
受
理
す
べ
き
で
あ
る
と
明
言
し
た
が
、
深�

中
級
法
院

は
、
李
国
光
の
発
言
は
一
つ
の
参
考
と
な
る
が
、
法
院
の
受
理
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し
た

(�)

。

裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
扱
い
を
す
る
理
由
は
、
中
・
民
事
訴
訟
法
第
一
〇
八
条
一
項
が
、
原
告
は
事
件
と
直
接
利
害
関
係
を
持
つ
公

民
、
法
人
及
び
そ
の
他
の
組
織
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及

す
る
場
合
に
お
い
て
、
原
告
適
格
を
持
つ
の
が
会
社
の
み
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
会
社
の
大
株
主
で
あ
る
会
社
の
代
表
取
締
役
が
会
社

の
財
産
を
横
領
し
た
場
合
、
原
告
適
格
者
は
会
社
に
限
ら
れ
る
。
会
社
と
株
主
と
は
別
の
主
体
で
あ
り
、
損
害
を
被
っ
た
会
社
の
み
が

民
事
訴
訟
を
提
起
で
き
、
会
社
の
利
益
を
守
ろ
う
と
す
る
中
小
株
主
は
原
告
に
は
な
れ
な
い
。
法
定
代
表
人
制
度
に
よ
り
、
法
定
代
表

人
又
は
授
権
を
受
け
た
代
理
人
が
会
社
を
代
表
し
訴
訟
を
提
起
で
き
る
。
し
か
し
、
被
告
と
な
る
大
株
主
で
あ
る
取
締
役
は
、
会
社
の

内
部
の
議
決
を
支
配
し
て
い
る
し
、
会
社
の
法
定
代
表
人
の
任
免
権
も
持
っ
て
い
て
、
自
身
が
法
定
代
表
人
に
な
る
場
合
も
し
ば
し
ば

で
あ
る

(�)

。
原
告
と
な
る
法
定
代
表
人
と
被
告
と
な
る
取
締
役
と
い
う
二
重
の
身
分
を
持
つ
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
訴
え
さ
せ
る
の
は
実
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際
上
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
経
営
者
の
提
訴
を
期
待
で
き
な
い
中
、
株
主
に
よ
る
提
訴
を
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、

司
法
実
務
に
お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
が
認
め
ら
れ
な
い
事
案
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
家

(

特
に
中
小
株
主)

の
権
益
を
保
護
す
る
明
確
な
法
的
根
拠
と
賠
償
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
。

(

２)

株
主
の
適
格
が
認
め
ら
れ
た
判
例

株
主
代
表
訴
訟
の
増
加
に
つ
れ
、
裁
判
所
の
積
極
的
な
対
応
と
し
て
、
各
裁
判
所
に
よ
り
中
小
株
主
に
よ
る
提
訴
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー

ス
も
増
え
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
八
年
の��
市
高
等
裁
判
所
に
審
理
さ
れ
た
新
江
南
事
案

(�)

、
二
〇
〇
〇
年
の
珠
海
市
香
洲
区
人

民
法
院
に
審
理
さ
れ
た��
事
案

(�)
、
二
〇
〇
一
年
に
浙
江
嘉�
市
中�
人
民
法
院
に
審
理
さ
れ
た
五
芳�

事
案

(�)

、
二
〇
〇
四
年
七
月
の

小
株
主
に
よ
る
大
株
主
の
会
社
の
財
産
を
横
領
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
責
任
を
追
及
す
る
訴
訟

｢

上
場
会
社
蓮
花
味
精
事
案｣

に

お
い
て
、
大����
区
人
民
法
院
は
当
該
提
訴
を
受
理
し
た
事
案

(�)
、
二
〇
〇
五
年
に��������
に
審
理
さ
れ
た
中
期
期�

事
案

(�)
等
で
あ
っ
た
。

三

中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会
に
よ
る
少
数
株
主
の
保
護

上
場
会
社
の
中
小
株
主
の
利
益
の
保
護
、
大
株
主
及
び
取
締
役
等
の
規
制
に
お
い
て
、
証
監
会
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
、
証
監
会
が
公
布
し
た
規
定
の
多
く
は
、
二
〇
〇
五
年
の

｢

会
社
法｣

｢

証
券
法｣

の
改
正
の
際
に
採
用
さ
れ
て
き
た
。

証
監
会
に
よ
る
公
布
し
た
関
連
規
定
と
し
て
、
ま
ず
、
上
場
会
社
の
中
小
株
主
の
会
社
の
経
営
へ
の
関
与
権
を
強
化
す
る
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
中
小
株
主
の
臨
時
株
主
総
会
の
招
集
権

(�)
、
持
株
率
五
％
以
上
の
株
主
の
提
案
権

(�)

、
累
積
投
票
制
度
の
導

入

(�)

等
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
の
証
券
市
場
に
流
通
株
と
非
流
通
株
を
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
二
〇
〇
四
年
に
公
布
し
た

｢��������������������
｣
(

社
会
公
衆
株
の
株
主
の
権
益
保
護
の
強
化
に
関
す
る
若
干
の
規
定)

に
流
通
株
を

持
つ
株
主
の
会
社
へ
の
経
営
関
与
権
も
強
化
し
た
。
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次
に
、
証
監
会
は
取
締
役
及
び
高
級
管
理
職
へ
の
監
督
・
管
理
を
強
化
し
た
。
例
え
ば
、
監
査
役
会
は
臨
時
株
主
総
会
の
招
集
を
求

め
る
権
利
を
有
し
、
取
締
役
会
は
そ
れ
を
拒
む
場
合
、
監
査
役
会
は
自
ら
臨
時
株
主
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い

る

(�)
。
ま
た
、
取
締
役
会
の
独
立
性
を
図
る
た
め
、
独
立
取
締
役
制
度
も
導
入
し
た

(�)

。

最
後
に
、
大
株
主
の
権
利
濫
用
の
防
止
、
上
場
会
社
及
び
中
小
株
主
の
権
益
の
保
護
の
た
め
、
議
決
権
回
避
の
制
度

(�)

が
設
け
ら
れ
、

会
社
及
び
そ
の
他
株
主
に
対
す
る
支
配
株
主
の
忠
実
義
務

(�)

と
会
社
経
営
を
支
配
株
主
が
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
る

(�)
。

第
三
節

二
〇
〇
五
年
会
社
法
改
正
後
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面

一

新
会
社
法
に
お
け
る
制
度
の
構
成

新
会
社
法
は
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
関
す
る
明
確
な
規
定
を
設
け
て
、
実
体
法
的
側
面
と
手
続
法
的
側
面
か
ら
、
株
主
代
表
訴
訟

制
度
を
構
成
し
た
。

株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
で
き
る
要
件
は
、
下
記
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。

①
会
社
法
第
二
一
条

(�)
に
定
め
ら
れ
て
い
る
会
社
の
支
配
株
主
、
実
質
支
配
者
、
董
事
、�
事
、
高
級
管
理
職
は
そ
の
関
係
地
位
を
利

用
し
、
会
社
の
利
益
を
損
な
っ
た
場
合

(�)

②
会
社
法
第
一
一
三
条

(�)

に
定
め
ら
れ
て
い
る
株
式
会
社
の
取
締
役
会
で
の
決
議
が
、
法
律
、
行
政
法
規
ま
た
は
会
社
定
款
、
株
主
総

会
決
議
に
違
反
し
、
会
社
に
重
大
な
損
失
を
与
え
た
場
合
。

③
会
社
法
第
一
五
〇
条

(�)

に
定
め
ら
れ
て
い
る
取
締
役
、
監
査
役
及
び
高
級
管
理
職
が
、
会
社
の
職
務
を
執
行
す
る
時
に
、
法
律
、
行

政
法
規
又
は
会
社
の
定
款
の
定
め
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
。

④
会
社
法
第
一
五
二
条
三
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
他
人
が
会
社
の
適
法
な
権
益
を
侵
害
し
、
会
社
に
損
失
を
も
た
ら
し
た
場
合
。
す
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な
わ
ち
、
旧
会
社
法
第
六
三
条
と
同
様
に
、
違
法
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
取
締
役
等
は
会
社
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
が
明
文
で

規
定
さ
れ
て
い
る
。

取
締
役
等
が
上
記
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、｢

有
限
会
社
の
出
資
者
、
株
式
会
社
の
連
続
一
八
〇
日
以
上
単
独
又
は

合
計
で
一
％
以
上
の
株
式
を
保
有
す
る
株
主
は
、
書
面
に
よ
り
監
査
役
会
又
は
監
査
役
会
を
設
け
な
い
有
限
会
社
の
監
査
役
に
、
裁
判

所
へ
の
訴
訟
の
提
起
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。｣

(

中
・
新
会
社
法
第
一
五
二
条
一
項)

。

ま
た
、｢

監
査
役
会
、
監
査
役
会
を
設
置
し
て
い
な
い
有
限
会
社
の
監
査
役
、
或
い
は
取
締
役
会
、
執
行
取
締
役
が
前
項
の
規
定
す

る
株
主
か
ら
書
面
で
提
訴
請
求
を
受
け
た
後
、
そ
れ
を
拒
む
場
合
、
請
求
を
受
け
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
訴
訟
を
提
起
し
な
い
場
合
、

或
い
は
事
態
が
緊
急
で
直
ち
に
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
、
会
社
の
利
益
に
回
復
困
難
な
損
害
が
生
じ
る
場
合
、
前
項
に
規
定
す
る
株

主
は
、
会
社
の
利
益
の
た
め
自
己
の
名
義
で
直
接
裁
判
所
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る｣

(

同
条
二
項)

。
さ
ら
に
、

｢

他
人
が
会
社
の
適
法
な
権
益
を
侵
害
し
、
会
社
に
損
失
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
本
条
第
一
項
に
定
め
る
株
主
は
、
前
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る

(

同
条
三
項)

。

二

株
主
代
表
訴
訟
の
手
続
法
的
側
面
の
法
規
制

１

訴
訟
費
用
に
つ
い
て

原
告
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
裁
判
所
に
訴
訟
手
数
料
等
の
訴
訟
費
用
を
納
め
る
必
要
が
あ
る
。
訴
訟
費
用
、
特
に
訴

訟
手
数
料
は
事
案
の
性
質
が
財
産
訴
訟
に
属
す
る
か
、
非
財
産
訴
訟
に
属
す
る
か
に
よ
り
、
支
払
わ
れ
る
金
額
が
大
き
く
異
な
る
。
株

主
代
表
訴
訟
は
民
事
訴
訟
の
一
種
で
あ
り
、
損
害
賠
償
に
関
わ
る
訴
訟
で
あ
る
た
め
、
通
常
請
求
額
及
び
法
定
比
例
に
よ
り
そ
の
額
を

納
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
表
訴
訟
は
株
主
が
会
社
の
利
益
の
た
め
に
起
こ
す
訴
訟
で
あ
り
、
請
求
し
た
損
害
賠
償
が
会
社
に

帰
属
し
、
し
か
も
関
わ
る
損
害
賠
償
の
請
求
額
が
巨
額
で
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
財
産
訴
訟
と
し
て
そ
の
手
数
料
等
を
計
算
す
る
こ
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と
に
な
れ
ば
、
間
接
的
な
利
益
し
か
受
け
ら
れ
な
い
原
告
株
主
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
り
、
株
主
代
表
訴
訟
の
機
能
に
も
影
響
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
株
主
代
表
訴
訟
の
訴
訟
手
数
料
の
算
定
に
関
し
て
、｢

会
社
法｣

及
び
最
高
裁
に
よ
る
会
社
法
に
関
す
る

｢

司
法

解
釈｣

に
は
明
確
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
。｢

中
華
人
民
共
和
国
民
事
訴
訟
法｣

に
も
、｢

民
事
訴
訟
費
用
の
納
付
方
法｣

に
も
株

主
代
表
訴
訟
の
訴
訟
手
数
料
の
算
定
に
つ
い
て
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
の
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
株
主
代
表
訴
訟
を
財
産
訴
訟

と
し
て
受
理
さ
れ
て
い
る
。
代
表
訴
訟
の
請
求
額
は
高
額
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
巨
額

な
手
数
料
だ
け
で
中
小
株
主
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
る
。
手
数
料
等
の
負
担
は
原
告
株
主
の
提
訴
の
積
極
性
及
び
制
度
の
機
能
性

に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
手
数
料
計
算
に
関
す
る
法
規
定
の
不
備
に
よ
り
、
①
中
小
株
主
の
積

極
的
な
訴
訟
提
起
を
妨
げ
る
こ
と
、
②
取
締
役
等
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
全
額
請
求
を
妨
げ
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２

株
主
代
表
訴
訟
の
被
告
に
つ
い
て

二
〇
〇
四
年
一
二
月
の

｢����������
｣
(

会
社
法
改
正
草
案
の
審
査
案)

の
第
七
〇
条
、
第
一
四
二
条
に
お
い
て
、
株

主
代
表
訴
訟
の
範
囲
は
業
務
執
行
が
法
律
、
行
政
法
規
、
会
社
定
款
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
取
締
役
、
監
査
役
及
び
高
級

管
理
職
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
第
三
者
は
範
囲
内
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

｢

送�
稿｣

に
対
し
、
立
法
者
、
学
界
及
び
実
務
界
に
お

い
て
、
支
配
株
主
又
は
そ
の
他
の
第
三
者
は
会
社
の
利
益
を
害
し
、
会
社
に
よ
る
提
訴
を
怠
っ
た
場
合
、
株
主
は
代
表
訴
訟
の
提
起
が

で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た

(�)
。
全
国
人
大
法
工
委
は
二
〇
〇
五
年
六
月
に
行
わ
れ
た
会
社
法
改
正
専
門
家
座
談
会
に
こ
の
問

題
が
提
出
さ
れ
、
議
論
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
の
会
社
の
利
益
の
保
護
を
図
り
、
効
果
的
に
会
社
の
内
部
及
び
外

部
の
当
事
者
に
よ
る
会
社
の
利
益
の
侵
害
を
阻
止
・
解
消
す
る
と
同
時
に
、
世
界
の
進
歩
的
な
株
主
代
表
制
度
に
近
付
け
る
趣
旨
か
ら
、

株
主
代
表
訴
訟
の
被
告
の
範
囲
は
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
有
力
で
あ
っ
た

(�)

。
そ
の
結
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果
、
第
一
五
二
条
で
は
、
被
告
の
範
囲
は
第
三
者
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。

被
告
と
な
る
高
級
管
理
職
の
範
囲
は
、
取
締
役
会
の
秘
書
、
副
社
長
、
部
門
管
理
者
、
代
表
取
締
役
の
補
佐
、
社
長
の
補
佐
及
び
ア

メ
リ
カ
に
な
ら
っ
て
創
設
し
た�����������
及
び���
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

第
三
者
は
、｢

会
社
法｣

第
二
一
条
、
第
一
一
三
条
、｢

証
券
法｣

第
四
七
条

(�)

を
総
合
的
に
見
れ
ば
、
会
社
の
権
益
を
侵
害
す
る
全
て

の
自
然
人
、
法
人
を
は
じ
め
、
支
配
株
主
、
実
質
的
な
支
配
者
、
不
法
に
会
社
の
資
産
を
横
領
す
る
第
三
者
等
を
含
む
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る

(�)
。
具
体
的
に
は
、
支
配
株
主
及
び
実
際
支
配
者
以
外
に
、
会
社
の
権
利
を
侵
害
し
、
会
社
に
対
す
る
義
務
を
違
反
す
る
そ
の

他
の
私
法
上
の
主
体

(
会
社
の
債
務
者)

及
び
公
法
上
の
主
体

(

行
政
主
体)

等
が
含
ま
れ
て
い
る

(�)

。

３

原
告
に
つ
い
て

原
告
適
格
に
つ
い
て
、
有
限
会
社
の
場
合
す
べ
て
の
株
主
と
さ
れ
、
株
式
会
社
の
場
合
、
連
続
一
八
〇
日
以
上
単
独
或
い
は
合
計
一

％
の
株
式
の
所
持
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
株
式
会
社
の
場
合
に
持
株
期
間
及
び
持
株
比
率

(

少
数
株
主
権
と
さ
れ
て
い

る)

に
関
し
て
制
限
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
一
八
〇
日
の
持
株
期
間
と
一
％
の
持
株
率
が
提
訴
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
狙
い
は
、

株
主
代
表
訴
訟
を
少
数
株
主
の
権
利
と
す
る
こ
と
で
株
主
に
よ
る
訴
権
濫
用
を
防
止
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

(�)

。

こ
こ
で
の
連
続
一
八
〇
日
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
四
月
の
最
高
裁
が
公
布
さ
れ
た

｢�����������������
����

(

一)｣
[

中
華
人
民
共
和
国
会
社
法
に
適
用
す
る
若
干
問
題
の
規
定(

一)]

第
四
条
に
お
い
て

｢

会
社
法
第
一
五
二
条
に
規

定
さ
れ
て
い
る
一
八
〇
日
以
上
の
連
続
持
株
期
間
と
は
、
株
主
は
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
既
に
一
八
〇
日
以
上
の
期
間
を

満
た
し
た
こ
と
を
指
す｣

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
提
訴
日
か
ら
遡
り
一
八
〇
日
間
、
原
告
は
会
社
の
株
主
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
立
法
者
の
狙
い
は
、
短
期
の
取
引
よ
り
株
価
の
投
機
を
追
及
す
る
株
主
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
訴
訟
を
提
起
す
る
可
能
性

が
少
な
く
、
こ
れ
ら
の
株
主
を
除
外
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

(�)
。
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さ
ら
に
、
提
訴
資
格
を
一
％
の
持
株
主
に
限
定
す
る
。
こ
の
制
限
は
下
記
の
よ
う
な
欠
点
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
①
現
在
の
会
社
、

特
に
上
場
会
社
の
場
合
、
株
主
は
大
衆
化
、
分
散
化
し
て
お
り
、
提
訴
資
格
の
制
限
を
か
け
る
と
、
適
格
者
以
外
の
株
主

(

特
に
中
小

株
主)

の
会
社
に
対
す
る
監
督
・
是
正
の
機
会
を
奪
っ
て
し
ま
い
、
全
て
の
株
主
の
権
利
行
使
を
阻
止
す
る
こ
と
に
な
る
。
②
当
該
制

度
の
目
的
は
会
社
損
害
の
回
復
及
び
株
主
全
体
の
利
益
の
保
護
で
あ
り
、
取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
及
の
結
果
は
会
社
に
帰
属
し
、
原

告
株
主
は
訴
訟
か
ら
直
接
な
利
益
を
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
全
て
の
株
主
に
訴
訟
提
起
の
権
利
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

一
部
分
の
株
主
に
提
訴
権
を
与
え
る
こ
と
と
す
る
と
、
ほ
か
の
中
小
株
主
の
会
社
経
営
の
監
督
及
び
会
社
の
利
益
を
守
る
積
極
性
を
削

減
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
③
一
％
の
持
株
率
の
制
限
は
形
式
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
規
定
さ
れ
て
い
る
持
株
率
を
満
た
し
て
い
る

株
主
が
不
当
な
目
的
で
提
訴
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、

当
該
制
度
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
い
る
現
段
階
に
お
い
て
は
、
最
初
の
原
告
適
格
に
お
い
て
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
設
け
る

よ
り
も
、
ほ
か
の
濫
訴
防
止
対
策
を
考
え
た
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

４

訴
訟
前
置
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て

株
主
は
原
則
と
し
て
直
接
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
先
に
会
社
の
監
査
役
会

(

監
査
役)

ま
た
は
取
締
役
会
に

対
し
、
書
面
に
よ
る
提
訴
の
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
会
社
が
書
面
請
求
を
拒
む
場
合
或
い
は
一
定
の
緊
急
の

場
合
に
だ
け
、
株
主
は
自
分
の
名
義
で
裁
判
所
へ
提
訴
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(�)
。
こ
の
規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
内
部
に
よ
る
救
済

の
枯
渇

(����������������������������������) (�)
を
参
考
に
し
て
設
け
た
規
定
で
あ
る
。
会
社
内
部
に
よ
る
救
済
の
枯
渇
に

よ
れ
ば
、
真
の
原
告
で
あ
る
会
社
に
そ
の
訴
訟
提
起
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
不
正
行
為
を
救
済
す
る
た
め
の
他
の
方
法
を
考

え
る
機
会
を
会
社
に
与
え
る
。
ま
た
、
会
社
に
係
る
訴
訟
を
拒
む
機
会
を
提
供
す
る

(�)
。
さ
ら
に
、
会
社
は
株
主
の
請
求
を
受
け
入
れ
る

場
合
、
株
主
の
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
時
間
及
び
費
用
を
省
く
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。
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５

弁
護
士
費
用
に
つ
い
て

株
主
代
表
訴
訟
が
手
軽
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
原
告
の
訴
訟
の
た
め
の
費
用
負
担
の
仕
組
み
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
上
場
会
社
な
ど
に
関
し
て
株
主
代
表
訴
訟
が
い
か
に
機
能
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
報
酬
を
誰
が
負
担
す
る
か
及
び
そ
の

金
額
の
水
準
が
大
き
な
影
響
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、｢

会
社
法｣

、｢

司
法
解
釈｣

い
ず
れ
も
弁
護
士
費
用
の
負

担
主
体
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
七
年
の

｢

民
事
訴
訟
費
用
納
付
方
法｣

の
第
二
九
条
に
訴
訟
費
用
は

裁
判
所
に
支
払
う
費
用
の
こ
と
を
指
し
、
弁
護
士
費
用
を
含
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
株
主
が
株
主
代
表
訴
訟
を

提
起
し
、
勝
訴
し
た
場
合
で
も
、
弁
護
士
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
原
告
株
主
は
、
前
記
の
高
額
の

手
数
料
を
支
払
っ
た
後
、
訴
訟
に
か
か
る
弁
護
士
費
用
ま
で
自
分
が
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
支
払
う
べ
き
弁
護
士
費

用
は
通
常
高
額
で
あ
る
た
め
、
原
告
株
主
が
勝
訴
に
よ
り
得
た
利
益
よ
り
大
き
い
場
合
も
あ
る
。
原
告
株
主
に
と
っ
て
、
勝
訴
の
場
合
、

被
告
か
ら
の
損
害
賠
償
は
会
社
に
帰
属
し
、
敗
訴
の
場
合
、
全
部
の
敗
訴
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
自
分
の
株
を
市
場
で
売

る
方
が
リ
ス
ク
が
少
な
く
て
済
む
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
高
額
な
弁
護
士
費
用
の
原
告
株
主
の
負
担
も
、
訴
訟
提
起
の
積
極
性
を
委
縮

さ
せ
、
制
度
の
適
切
な
運
用
に
も
影
響
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６

和
解
に
つ
い
て

株
主
代
表
訴
訟
で
は
、
裁
判
の
長
期
化
に
よ
る
訴
訟
当
事
者
の
労
力
の
消
耗
、
会
社
イ
メ
ー
ジ
の
維
持
及
び
取
締
役
の
資
力
の
限
界

か
ら
、
適
切
な
和
解
が
訴
訟
を
早
期
・
迅
速
に
終
結
せ
る
一
つ
の
対
策
と
な
っ
て
い
る
。
新
会
社
法
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
の
和
解
に

関
し
て
明
確
な
規
定
を
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中
国
の｢

民
事
訴
訟
法｣

に
お
い
て
、
私
的
自
治
の
原
則
に
よ
り
、
民
事
訴
訟

手
続
き
を
開
始
さ
れ
て
も
終
局
判
決
に
至
ら
ず
終
了
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
が
和
解
に
よ
り
訴
訟
を
終
結
す
る
こ
と
を
奨

励
し
て
い
る
。
株
主
代
表
訴
訟
は
民
事
訴
訟
の
一
種
で
あ
る
た
め
、｢

民
事
訴
訟
法｣

の
関
連
規
定
に
適
用
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
株
主
代
表
訴
訟
に
お
け
る
原
告
株
主
は
、
会
社
の
代
わ
り
に
、
会
社
の
利
益
ひ
い
て
は
全
株
主
の
利
益
の
た
め
に
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
原
告
株
主
と
被
告
取
締
役
間
の
和
解
を
制
限
な
し
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
当
該
制
度
の
濫
用
に
繋
が
り
、
会

社
ひ
い
て
は
全
株
主
の
利
益
を
害
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
代
表
訴
訟
に
関
す
る
和
解
は
、
一
般
的
な
民

事
訴
訟
の
和
解
の
よ
う
に
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
成
立
す
る
と
し
て
し
ま
う
と
、
原
告
株
主
は
訴
訟
の
継
続
を
被
告
と
自
由
に
決
め
る

こ
と
が
で
き
、
原
告
株
主
は
自
分
の
利
益
を
優
先
さ
せ
、
株
主
代
表
訴
訟
を
濫
用
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

原
告
株
主
は
私
的
に
被
告
か
ら
有
利
な
条
件
を
受
け
る
場
合
、
会
社
の
利
益
等
を
無
視
し
、
和
解
を
選
ぶ
恐
れ
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る

(�)
。
ま
た
、
原
告
株
主
が
被
告
と
共
謀
し
て
、
和
解
金
の
分
配
を
狙
っ
て
、
原
告
と
原
告
側
の
弁
護
士
に
巨
大
な
利
益
を
与
え
、
会
社

ま
た
は
そ
の
他
の
株
主
の
利
益
を
害
す
る
よ
う
な
和
解
を
行
う
可
能
性
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
し
た
が
っ
て
、
第
三
章
に
お
い

て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
和
解
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
示
唆
に
基
づ
き
、
中
国
の
会
社
法
に
お
い
て
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
関
す
る
和

解
の
特
別
規
定
を
設
け
る
必
要
性
及
び
民
事
訴
訟
の
当
事
者
間
の
意
思
自
治
と
会
社
の
利
益
ひ
い
て
は
全
株
主
の
利
益
の
保
護
の
バ
ラ

ン
ス
維
持
の
あ
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
。

第
四
節

小
括

中
国
の
会
社
法
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
時
代
か
ら
一
九
四
九
年
の
計
画
経
済
時
代
、
一
九
七
八
年
の
改
革
開
放
時
代
を
経
て
、
一
九
九
三

年
の
正
式
な
会
社
法
の
誕
生
ま
で
長
い
時
代
の
変
貌
と
と
も
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
更
に
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
四
年
及
び
今
回

の
二
〇
〇
五
年
の
改
正
よ
り
、
少
し
ず
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
で
き
る
法
律
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
の
改
正
ま
で
の
会
社
法
に
お
い
て
は
、
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
会
社
の
監
督

機
関
の
設
置
及
び
経
営
者
の
行
為
を
規
律
し
、
会
社
の
中
小
株
主
を
保
護
す
る
た
め
の
法
的
規
定
が
い
く
つ
か
が
置
か
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
、
外
国
と
の
貿
易
、
直
接
投
資
の
活
性
化
及
び
中
国
の
経
済
の
国
際
的
な
発
展
を
促
進
し
、
中
国
の
企
業
の
国
際
的
競
争
力
を
強

中国会社法における株主代表訴訟制度の現状と課題(一) (潘 秀麗)117



化
す
る
た
め
に
、
上
場
会
社
を
規
律
す
る
関
連
法
的
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
株
主
が
会
社
の
経
営
陣

(

取
締
役)

の
不

正
行
為
に
対
し
て
責
任
追
及
で
き
る
明
確
な
法
律
根
拠
が
な
か
っ
た
た
め
、
各
級
裁
判
所
は
会
社
の
代
わ
り
に
株
主
が
取
締
役
の
責
任

を
追
及
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
対
応
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
間
接
的
に
損
害
を
被
っ
た
中
小
株
主
の
利
益
の
保
護
及
び
救
済
が
十
分
に

で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
既
に
拙
稿

(�)

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
会
社
経
営
を
監
督
し
、
経
営
陣
の
不
正
行
為

を
制
約
し
、
会
社
及
び
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
機
能
を
持
つ
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
導
入
が
必
要
で
あ
り
、
株
主
が
利
用
し
や
す
い

制
度
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
、
会
社
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
整
備
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
〇
〇
五
年
の
会
社
法
の
改
正
に
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
明
文
化
し
た
こ
と
が
大
き
な
意
義
を
持
つ
。

中
国
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
関
す
る
規
定
は
実
体
法
の
側
面
と
手
続
法
の
側
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
う
ち
手

続
法
の
側
面
に
関
す
る
規
定
は
、
一
箇
条
し
か
な
か
っ
た

(�)
。
そ
こ
で
は
、
訴
訟
手
数
料
の
算
定
、
弁
護
士
費
用
の
負
担
、
和
解
に
つ
い

て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
実
際
の
運
用
の
際
に｢

民
事
訴
訟
法｣

の
適
用
を
受
け
な
が
ら
対
応
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

株
主
代
表
訴
訟
は
通
常
の
民
事
訴
訟
と
は
異
な
る
性
質
を
持
ち
、
株
主
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
会
社
の
損
害
回
復
及
び
全
株
主
の
利

益
の
た
め
の
訴
訟
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
の
民
事
訴
訟
と
し
て
取
り
扱
う
と
、
株
主
代
表
訴
訟
の
機
能
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
上
記
の
１
の
訴
訟
手
数
料
の
算
定
に
つ
い
て
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
株
主
代
表
訴
訟
は
財
産
訴
訟
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
原
告
株
主
が
裁
判
所
に
支
払
う
訴
訟
手
数
料
は
、
損
害
賠
償
請
求
額
に
比
例
し
て
計
算
さ
れ
、
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
中
国
の
こ
れ
ま
で
の
株
主
代
表
訴
訟
事
案
に
お
い
て
、
会
社
が
被
っ
た
損
害
は
巨
額
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、

そ
の
損
害
額
の
ま
ま
請
求
す
る
場
合
に
は
、
原
告
株
主
が
相
当
な
訴
訟
手
数
料
を
負
担
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
高
額
の

手
数
料
を
原
告
株
主
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
で
、
株
主
の
訴
訟
提
起
の
積
極
性
と
会
社
損
害
の
全
額
請
求
が
妨
げ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
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い
る
。
第
一
に
、
株
主
の
積
極
的
な
訴
訟
提
起
の
阻
害
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
い
て
は
、
会
社
の
経
営
状
況
の
不
透
明
及
び
情
報
開
示

の
不
健
全
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
普
段
、
直
接
経
営
に
関
与
し
て
い
な
い
株
主
は
取
締
役
等
の
不
正
行
為
に
よ
り
会
社
が
損
害
を

被
っ
た
こ
と
に
気
付
い
た
時
点
で
、
そ
の
損
害
額
が
巨
額
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
株
主
代
表
訴
訟
が
財
産
訴
訟
と

さ
れ
る
と
、
訴
訟
手
数
料
が
請
求
金
額
に
よ
り
計
算
さ
れ
、
原
告
株
主
が
支
払
う
訴
訟
手
数
料
が
か
な
り
の
高
額
と
な
る
。
原
告
株
主

は
わ
ざ
わ
ざ
高
額
な
手
数
料
を
払
っ
て
ま
で
、
自
分
に
直
接
の
利
益
が
な
い
訴
訟
を
会
社
及
び
全
体
の
株
主
の
利
益
の
た
め
、
提
起
す

る
の
か
、
た
と
え
提
起
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
高
額
の
手
数
料
が
払
え
る
株
主
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
か
が
現
実
的
な
問
題
と
な
る
だ

ろ
う
。
第
二
に
、
取
締
役
に
対
す
る
会
社
損
害
全
額
の
賠
償
請
求
の
阻
害
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
株
主
代
表
訴
訟
の
事
案
は
株
主
の

損
害
賠
償
請
求
額
が
ほ
と
ん
ど
億
元
単
位
に
上
っ
て
い
る
。
一
見
そ
の
請
求
額
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
会
社
が
被
っ
た
損

害
額
は
少
な
く
と
も
請
求
額
の
一
〇
倍
以
上
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
原
告
株
主
は
、
高
額
な
手
数
料
が
払

え
な
い
ま
た
は
手
数
料
を
節
約
す
る
た
め
、
会
社
が
実
際
に
被
っ
た
損
害
よ
り
は
る
か
に
低
い
損
害
賠
償
額
を
請
求
す
る
こ
と
に
繋
が

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

３
に
つ
い
て
、
持
株
比
率
の
制
限
に
よ
り
、
株
主
代
表
訴
訟
を
少
数
株
主
の
権
利
と
す
る
場
合
、
次
の
三
つ
の
欠
点
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
①
一
％
の
持
株
比
率
の
制
限
は
全
て
の
株
主
に
よ
る
平
等
な
権
利
行
使
を
阻
止
し
、
株
主
の
会
社
に
対
す

る
監
督
・
是
正
の
積
極
性
を
阻
害
し
、
当
該
制
度
の
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
点
、
②
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
お
け
る
会
社
の
損
害
回
復

及
び
株
主
全
体
の
利
益
と
い
う
目
的
に
反
す
る
点
、
③
持
株
要
件
を
満
た
す
株
主
が
不
当
目
的
で
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る

か
ら
、
少
数
株
主
権
に
し
て
も
、
訴
訟
提
起
の
濫
用
を
完
全
に
防
止
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
５
に
つ
い
て
、
中
国
の
民
事
訴
訟
法
に
お
い
て
、
弁
護
士
費
用
は
訴
訟
費
用
に
含
ま
れ
ず
、
各
自
が
負
担
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
告
株
主
は
会
社
の
た
め
に
訴
訟
を
提
起
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
高
額
の
訴
訟
手
数
料
を
払
っ
た
上
で
、
弁
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護
士
費
用
ま
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
記
に
お
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
通
常
は
請
求
額
が
高
額
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
比

例
し
て
、
弁
護
士
費
用
に
も
高
額
と
な
る
。
原
告
株
主
に
よ
り
、
提
訴
で
間
接
的
に
僅
か
の
利
益
を
受
け
る
よ
り
、
株
を
市
場
で
売
っ

た
方
が
損
失
が
少
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
原
告
株
主
に
高
額
な
弁
護
士
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
も
、
株
主
の
提
訴
の
委
縮
、

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
機
能
の
低
下
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

６
に
つ
い
て
、
確
か
に
合
理
的
な
和
解
は
、
長
期
化
し
て
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
る
訴
訟
を
比
較
的
短
い
期
間
に
解
決
で
き
る
と
い
う

会
社
に
と
っ
て
有
益
な
効
果
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。
し
か
し
、
株
主
代
表
訴
訟
は
通
常
の
民
事
訴
訟
と
異
な
る
性
質
を
持
っ
て
い

る
た
め
、
当
事
者
同
士
の
合
意
の
み
に
よ
る
和
解
を
認
め
る
こ
と
は
、
濫
訴
と
共
謀
に
よ
る
和
解
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
私
的
和
解
の
弊
害
を
取
り
除
き
、
訴
訟
当
事
者
間
の
民
法
上
の
意
思
自
治
と
会
社
等
の
利
益
保
護
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
た
め

に
、
会
社
法
上
の
株
主
代
表
訴
訟
に
関
す
る
和
解
の
特
別
規
定
を
置
く
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
序
で
述
べ
た
株
主

代
表
訴
訟
の
代
位
性
及
び
代
表
性
に
鑑
み
、
和
解
案
の
内
容
は
会
社
及
び
全
株
主
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
、
原
告
株
主
と
被
告
と
の

間
の
和
解
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
和
解
協
議
に
対
す
る
裁
判
所
の
介
入
・
厳
格
な
審
査
及
び
認
可
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判

所
の
認
可
が
な
い
和
解
を
認
め
ず
、
裁
判
所
は
和
解
協
議
の
主
な
内
容
を
会
社
及
び
そ
の
他
の
株
主
に
通
知
し
、
そ
の
他
の
株
主
は
裁

判
所
の
認
可
を
得
た
和
解
案
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
規
定
を
置
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
制
度
や
規
定
上
の
問
題
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
機
能
性
に
影
響
す
る
と
考
え
る
規
定
上
の
不
備
の

検
証
、
及
び
中
国
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
に
対
す
る
濫
用
防
止
策
の
必
要
性
等
の
検
討
の
た
め
、
次
章
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
を
検
討
す
る
。
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註(�)
李
小
寧

｢�������������������������������
｣
(

法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年)

、
二
四
三
頁
。

(�)
射
手
矢
・
布
井
・
周
・
前
掲
注

(�)
、
四
頁
。

(�)
李
・
前
掲
注

(�)
、
二
四
三
頁
。

(�)
条
例
は
各
地
方
の
人
民
政
府
よ
り
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
効
力
の
順
番
と
し
て
、
憲
法
、
法
律
、
行
政
法
規
、
地
方
法
規
、
規
章
、
条

例
。
例
え
ば
、
一
九
八
八
年
の

｢

私
営
企
業�
行
条
例｣

(

私�
企�
暫
定
条
例)

で
あ
る
。

(�)
地
方
法
規
は
地
方
の
人
民
代
表
大
会
及
び
常
務
委
員
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
の

｢���������
����

｣
(

深�
市
株
式
有
限
会
社
暫
定
規
定)

で
あ
る
。

(�)
規
章
は
国
務
院
及
び
各
部
門
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
規
定
は
法
律
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
九
二
年
の

｢����������
｣
(

株
式
有
限
会
社
規
範
意
見)

と

｢����������
｣
(

有
限
責
任
会
社
規
範
意
見)

で
あ
る
。

(�)
射
手
矢
・
布
井
・
周
・
前
掲
注

(�)
、
九
頁
。

(�)
中
・
旧
会
社
法
第
三
七
条
と
第
一
〇
二
条
。

(�)
中
・
旧
会
社
法
第
三
八
条
と
第
一
〇
三
条
。

(�)
中
・
旧
会
社
法
第
四
六
条
と
第
一
一
二
条
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
三
七
条
、
三
八
条
、
四
七
条
、
九
九
条
、
一
〇
〇
条
、
一
〇
九
条
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
六
条
二
項
三
項
、
二
〇
条
一
項
二
項
、
二
二
条
、
二
三
条
、
三
四
条
、
四
一
条
、
四
三
条
、
五
四
条
、
五
五
条
、
七
五
条
、

九
八
条
、
一
〇
二
条
、
一
〇
三
条
、
一
〇
六
条
、
一
一
一
条
、
一
一
九
条
、
一
二
五
条
、
一
四
八
条
、
一
四
九
条
、
一
五
〇
条
、
一
五
一
条
、
一
五

二
条
、
一
五
三
条
、
一
八
三
条
等
で
あ
る
。

(�)
中
国
証
券
監
督
管
理
委
員
会

(

略
称
は
中
国
証
監
会)

は
国
務
院
に
直
属
し
て
い
る
副
部
級
の
機
構
で
あ
る
。
国
務
院
証
券
委
員
会
の
下
に
お
け

る
監
査
・
執
行
の
機
構
で
あ
る
。
法
律
・
法
規
に
よ
り
、
証
券
市
場
の
監
査
、
管
理
を
行
う
。

(�)

李
東
平

｢������������
｣

証
券
時
報
、
二
〇
〇
三
年
三
月
二
三
日
。

(�)

中
・
新
会
社
法
第
一
一
八
条
で
は
、｢

株
式
会
社
は
監
査
役
会
を
設
け
、
そ
の
構
成
員
は
三
名
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
。
監
査
役
会
は
、
株
主

代
表
及
び
適
当
な
比
率
の
会
社
の
従
業
員
代
表
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
ち
、
従
業
員
代
表
の
比
率
は
三
分
の
一
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な

い
。
…
…
取
締
役
、
高
級
管
理
職
は
、
監
査
役
を
兼
任
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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(�)
曹
康
泰

｢�������������������
｣����������������

『����������
』
(��

�������
、
二
〇
〇
五
年)

、
五
一
頁
。

(�)
射
手
矢
・
布
井
・
周
・
前
掲
注

(�)
、
三
〇
頁
。

(�)
新
会
社
法
で
の
上
場
会
社
と
は
、
証
券
取
引
所
に
お
い
て
株
式
が
取
引
さ
れ
て
い
る
会
社
を
指
す
。
中
・
新
会
社
法
第
一
二
一
条
参
照
。

(�)
第
一
条
三
項
を
参
照
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
二
三
条

｢

上
場
会
社
は
独
立
取
締
役
を
置
き
、
具
体
的
規
則
は
国
務
院
が
定
め
る｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(�)
実
質
的
支
配
者
と
は
、
会
社
の
株
主
で
は
な
い
が
、
投
資
関
係
、
契
約
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
実
質
上
会
社
の
行
為
を
支
配
で
き
る
者
の

こ
と
で
あ
る
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
六
条
二
項

｢

…
…
会
社
が
会
社
の
株
主
ま
た
は
実
質
支
配
者
の
た
め
に
担
保
を
提
供
す
る
場
合
は
、
株
主
総
会
の
決
議
を
経

な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣
、
三
項

｢

前
項
に
定
め
る
株
主
ま
た
は
前
項
に
定
め
る
実
質
支
配
者
の
支
配
を
受
け
る
株
主
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
関

す
る
議
決
に
参
加
し
て
は
な
ら
な
い
…
…｣

。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
二
〇
条
二
項

｢
…
…
会
社
の
株
主
が
株
主
の
権
利
を
濫
用
し
、
会
社
ま
た
は
そ
の
他
の
株
主
に
損
害
を
与
え
た
場
合
は
、
法
律

に
従
い
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
五
二
条
参
照
、
詳
し
い
規
定
内
容
に
つ
い
て
後
の
本
稿
の
中
に
も
紹
介
す
る
。

(�)
中
小
株
主
に
対
す
る
権
利
保
護
の
関
連
条
文
と
し
て
、
中
・
新
会
社
法
二
二
条
一
項
、
二
項
、
第
三
四
条
、
四
一
条
三
項
、
七
五
条
、
九
八
条
、

一
〇
二
条
二
項
、
一
〇
三
条
二
項
、
一
四
三
条
一
項
四
号
、
一
五
〇
条
、
一
五
一
条
、
一
五
二
条
一
項
、
三
項
、
一
五
三
条
参
照
。

(�)
証
監
会
が
公
布
し
た
主
な
規
定
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
に
公
布
さ
れ
た

｢�������������
｣
(

株
式
発
行
及
び

取
引
の
管
理
に
関
す
る
暫
定
条
例)

、
一
九
九
三
年
の

｢����������������
｣
(

募
集
株
式
を
発
行
す
る
会
社
の
情
報
開
示
に

関
す
る
実
施
細
則)

、｢������������
｣
(

証
券
詐
欺
行
為
を
禁
止
す
る
暫
定
方
法)

、
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に

改
正
さ
れ
た

｢��������
｣
(

上
場
会
社
定
款
に
関
す
る
手
引
き)

、
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た

｢���
� ��������

｣
(

上
場
会
社
の
株
主
総
会
を
規
範
化
す
る
意
見)
、
二
〇
〇
一
年
の｢��������������������

｣

(

上
場
会
社
に
お
け
る
独
立
取
締
役
制
度
の
確
立
に
関
す
る
指
導
意
見)

、
二
〇
〇
二
年
の

(｢��������
｣
(

上
場
会
社
の
統
治
に
関
す
る

準
則)

、
及
び
二
〇
〇
四
年
の

｢��������������������
｣
(

社
会
公
衆
株
の
株
主
権
益
の
保
護
の
強
化
に
関
す
る
若
干

の
規
定)

等
。
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(�)
国
務
院

(

総
称
中
国
人
民
共
和
国
国
務
院)

は
中
華
人
民
共
和
国
の
最
高
行
政
機
関
で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
の
規
定
に
よ
り
、
国
務
院

は
中
華
人
民
共
和
国
の
中
央
人
民
政
府
で
あ
り
、
最
高
国
家
権
力
機
関

(

全
国
人
民
代
表
大
会
お
よ
び
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会)

の
執
行

機
関
で
も
あ
る
。
国
務
院
は
全
国
人
民
代
表
大
会
に
対
し
て
行
政
上
の
責
任
を
負
い
、
業
務
を
報
告
す
る
義
務
が
あ
る

(

大
会
閉
会
中
は
全
国
人
民

代
表
大
会
常
務
委
員
会
に
対
し
て
責
任
を
負
い
、
業
務
報
告
の
義
務
が
あ
る)

。

(�)
例
え
ば
、
一
九
九
三
年
の

｢�������������
｣
(

株
式
発
行
及
び
取
引
の
管
理
に
関
す
る
暫
定
条
例)

、｢��������
����

｣
(

証
券
の
詐
欺
行
為
を
禁
止
す
る
暫
定
方
法)

。

(�)
例
え
ば
、
一
九
九
七
年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た

｢��������
｣
(

上
場
会
社
定
款
に
関
す
る
手
引
き)

。
二
〇
〇
〇

年
に
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た

｢������������
｣
(

上
場
会
社
株
主
総
会
を
規
範
化
す
る
意
見)

。
二
〇
〇
一
年
の

｢��������������������
｣
(

上
場
会
社
に
お
け
る
独
立
取
締
役
制
度
の
確
立
に
関
す
る
指
導
意
見)

。
二
〇
〇
二
年
の

｢��������
｣
(

上
場
会
社
の
統
治
準
則)

等
。

(�)
二
〇
〇
一
年
以
前
に
は
、
証
券
取
引
所
で
上
場
す
る
会
社
は
証
券
監
督
委
員
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
三
月
に
上
場
会
社

に
対
す
る
審
査
制
か
ら
許
可
制
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
許
可
制
の
場
合
、
証
券
監
督
委
員
会
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
な
い
が
、
証
券
監
督
委
員
会
は
依

然
と
し
て
上
場
と
す
る
会
社
の
提
出
書
類
に
対
し
審
査
を
行
い
、
必
要
な
場
合
に
上
場
の
許
可
を
与
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
証
券
監
督
委
員
会
は

会
社
が
上
場
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
権
限
を
持
つ
。

(�)
こ
の
問
題
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注

(
６)

、
七
八
頁；

周
正
慶

｢��
〈

中
国
人
民
共
和
国
証
券
法

(

修
訂
草
案)〉

的
説
明｣

全

国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
版

｢

中
国
人
民
共
和
国
証
券
法｣

(

中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
十
月)

五
一
〜
五
二
頁
。

(�)
李
・
前
掲
注

(�)
、
二
六
九
頁
参
照
。

(�)
李
・
前
掲
注

(�)
、
二
六
九
頁
参
照
。

(�)
孔
祥
俊

『�������������
』
(

人
民
法
院
出
版
社
、
一
九
九
六
年)

二
四
八
〜
二
五
〇
頁
。

(�)�
珊
黎

『����������
』
(

法
律
出
版
社
、
一
九
九
八
年)
二
五
八
頁
。

(�)
｢

中
華
人
民
共
和
国
中
外
合
資
経
営
企
業
法｣

は
一
九
九
七
年
七
月
一
日
に
通
過
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
五
日
に
第
二
改
正
さ
れ
た
。
中
国
人
民

代
表
大
会
常
務
委
員
会
会
報
二
三
五
頁
、
二
〇
〇
一
年
第
三
号

(

中
国
で
は

｢����������������
｣

と
称
す
る)

。

(�)

当
該
規
定
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注

(

６)

八
一
頁
、
ま
た
、
趙
継
明
＝
呉
高
臣

『�������������
』

(

法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年)

六
頁
、
馬
太
広

｢

中
国
に
お
け
る
取
締
役
の
責
任
追
及｣
神
戸
法
学
雑
誌
第
五
三
巻
第
三
号(

二
〇
〇
三
年)

一
七
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一
〜
一
七
二
頁
参
照
。

(�)
国
家
経
済
貿
易
委
員
会
は
中
国
国
務
院
の
下
の
一
つ
の
部
門
で
あ
り
、
短
期
間
の
国
民
経
済
の
運
用
を
調
節
す
る
部
門
で
あ
る
。

(�)
趙
＝
呉
・
前
掲
注

(�)
七
頁
、
中
国
の
証
券
監
督
管
理
委
員
会
と
国
家
経
済
貿
易
委
員
会
は
共
に
行
政
機
関
に
属
し
、
当
該
機
関
に
よ
り
公
布

し
た
法
規
な
ど
は

｢

準
則｣

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
行
政
規
定
に
当
た
り
、
法
的
な
拘
束
力
を
持
つ

(

中
国
で
は

｢������
��

｣
と
称
す
る)

。

(�)
株
主
代
表
訴
訟
の
規
定
に
関
す
る
各
地
方
裁
判
所
の
関
連
規
定：

二
〇
〇
二
年
に
浙
江
省
高
等
裁
判
所
は
公
布
し
た

｢����������
����������������������

｣
(

浙
江
省
高
等
裁
判
所
第
二
審
判
法
廷
の
会
社
法
の
若
干
難
解
問
題
に
関
す
る
理
解)

の
第
一
五
条
。
二
〇
〇
三
年
に
上
海
高
等
裁
判
所
の
民
事
第
二
法
廷
は
公
布
し
た

｢���������������������
(

一)｣

(

会
社
訴
訟
事
件
に
関
す
る
審
理
に
つ
い
て
の
若
干
問
題
の
処
理
意
見)

の
第
五
条
。
同
年
高
等
裁
判
所
の

｢��������������
����������������� ｣

[

江�
省
高
等
裁
判
所
の
会
社
法
に
適
用
す
る
事
案
の
審
理
に
つ
い
て
の
若
干
問
題
の
意
見(

試
行
案)]

の
第
一
七
条
及
び
第
七
三
条
〜
七
八
条
。
二
〇
〇
四
年
の
北
京
高
等
裁
判
所
の

｢�������������������������
������� ｣

[

北
京
市
高
等
裁
判
所
の
会
社
訴
訟
事
案
の
審
理
に
つ
い
て
の
若
干
問
題
の
指
導
事
件(

試
行
案)]

の
第
一
条
第
八
項
。
こ
の
中

で
、
株
主
代
表
訴
訟
の
事
案
を
受
理
す
べ
き
に
関
す
る
規
定
は
北
京
と
江�
の
規
定
で
あ
り
、
株
主
代
表
訴
訟
の
具
体
規
則
を
規
定
す
る
の
は
上
海

と
浙
江
で
あ
る
。

(�)
最
高
人
民
法
院
一
九
九
四
年
一
一
月
四
日
法
経
第
二
六
九
号
、(

一
九
九
四
年)

。

(�)
中
外
合
資
企
業
と
も
い
う
。
外
国
の
会
社
、
企
業
、
そ
の
他
の
経
済
組
織
ま
た
は
個
人
が｢����������������

｣

に
よ
り
、

中
国
の
会
社
、
企
業
ま
た
は
そ
の
他
の
経
済
組
織
と
共
同
出
資
に
よ
り
設
立
す
る
企
業
の
こ
と
を
指
す
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
双
方
共
同
で
出
資
し
、

共
同
で
経
営
し
、
各
自
の
出
資
比
率
に
よ
り
共
同
で
リ
ス
ク
、
利
益
を
負
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
双
方
の
出
資
は
出
資
比
率

に
換
算
し
、
外
国
の
出
資
比
率
は
二
五
％
よ
り
低
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(�)
か
か
る
返
答
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。｢

貴
院
の
報
告
よ
り
、
張
家
港
市
の
テ
レ
リ
ン
製
糸
工
場

(

以
下
製
糸
工
場
と
称
す
る)

と
香
港

吉
雄
化
繊
有
限
公
司

(

以
下
吉
雄
公
司
と
称
す
る)

の
共
同
出
資
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
張
家
港
吉
雄
化
繊
有
限
公
司

(

以
下
化
繊
有
限
公
司
と
称
す

る)

は
香
港
大
興
工
程
公
司

(

以
下
大
興
公
司
と
称
す
る)

と
売
買
契
約
の
紛
争
が
生
じ
、
合
営
企
業
を
支
配
す
る
香
港
側
の
吉
雄
公
司
は
売
り
側

大
興
公
司
と
直
接
の
利
害
関
係
を
有
し
、
合
営
企
業
の
名
義
よ
り
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
の
取
締
役
会
の
招
集
を
拒
む
こ
と
よ
り
、��
厂
に
損
害

を
蒙
り
、
法
律
に
よ
る
保
護
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
検
討
よ
り
、
製
糸
工
場
は
合
営
企
業
の
取
締
役
会
の
訴
訟
を
し
な
い
場
合
に

九大法学101号 (2010年) 124



お
い
て
、
自
ら
訴
訟
権
利
を
行
使
で
き
る
と
考
え
、
人
民
法
院
は
法
に
従
い
受
理
す
べ
き
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
本
事
件
の
場
合
、
合
資
経
営
契

約
及
び
対
外
設
備
購
入
に
関
す
る
契
約
の
中
に
仲
裁
の
条
項
を
設
け
ら
れ
て
あ
る
た
め
、
当
該
紛
争
は
仲
裁
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
り
、
法
院
は
受
理

す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
っ
た｣

。

(�)
人
民
日
報(

海
外
版)

、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
九
日
五
面
。
理
由
が
開
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
受
理
と
な
っ
た
背
景
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(�)
劉
俊
海

『������� ������������
』
(

法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年)

二
四
八
頁
。

(�)
華
泰
証
券
、
二
〇
〇
一
年
八
月
二
八
日���������������������������������������������������������3060818

(

二
〇
一
〇
年

七
月
一
六
日
最
終
確
認)

。
(�)

徐
国
杰

｢����������������������
｣

中
国
証
券
報
、����������������������������20030419�

356031����
、(

二
〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
最
終
確
認)

。

(�)
王�

｢����������������
｣

、�����
(

二
〇
〇
三
年
四
月
二
二
日)��������������������������������

2003�04�22���������843155����
、(

二
〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
最
終
確
認)

。

(�)
王
・
前
掲
注

(�)
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
四
九
頁
。

(�)
｢

最
高
人
民
法
院
公
報｣

第
六
期

(

二
〇
〇
一
年)

二
一
三
〜
二
一
四
頁
。

(�)���
｢���������������

｣�������
、(

人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年)

。

(�)���
｢�������������

｣
(���������

、
二
〇
〇
一
年)

。

(�)���
｢������� ������������ ���

｣
(����

、
二
〇
〇
四
年
五
月
一
九
日)������������������������

�������������������648495
(

二
〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
最
終
確
認)

。
(�)

趙
＝
呉
、
前
掲
注

(�)
。
事
案
の
紹
介
は
、
拙
稿
・
前
掲
注

(
６)
、
九
〇
〜
九
三
頁
。

(�)
証
監
会
の
一
九
九
七
年

｢��������
｣

の
第
四
四
条
と
五
四
条
に
単
独
又
は
合
計
よ
り
会
社
議
決
権
合
計
の
一
〇
％
以
上
を
有
す
る
株

主
は
臨
時
株
主
総
会
の
招
集
を
求
め
る
権
利
を
有
し
、
又
は
取
締
役
会
は
そ
の
招
集
を
拒
む
場
合
、
自
ら
臨
時
株
主
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(�)

一
九
九
七
年
証
監
会

｢��������
｣

第
五
七
条
。

(�)

二
〇
〇
二
年
証
監
会

｢��������
｣

第
三
一
条
。
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(�)
前
掲
注

(�)
の
条
文
参
照
。

(�)
二
〇
〇
一
年
証
監
会

｢��������������������
｣
(

上
場
会
社
に
お
け
る
独
立
取
締
役
制
度
の
確
立
に
関
す
る
指
導

意
見)

。

(�)
一
九
九
七
年
証
監
会

｢��������
｣

の
第
七
二
条
、
二
〇
〇
〇
年

｢������������
｣

の
第
三
四
条
、
議
決
権
回
避
制

度
と
は
、
株
主
は
株
主
総
会
の
議
決
事
項
と
特
別
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
、
特
別
利
害
関
係
者
は
自
分
の
議
決
権
を
行
使
で
き
な
い
制
度
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
上
場
会
社
の
み
に
対
し
て
議
決
権
回
避
制
度
を
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
度
は
事
前
の
救
済
と
し
て
、
大
株
主
に
よ
る
議
決
権
の
濫

用
を
防
止
で
き
、
中
小
株
主
及
び
会
社
の
利
益
の
保
護
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
場
会
社
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
全

て
の
会
社
に
お
け
る
利
益
相
反
取
引
等
に
関
す
る
議
決
に
当
該
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

(�)
二
〇
〇
二
年
証
監
会

｢��������
｣

第
一
九
条
。

(�)
前
掲
注

(�)
第
二
〇
条
〜
二
七
条
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
二
一
条
は
支
配
株
主
等
の
地
位
濫
用
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
第
一
項
に

｢

会
社
の
支
配
株
主
、
実
質

支
配
者
、
取
締
役
、
監
査
役
、
高
級
管
理
職
は
そ
の
関
連
関
係
の
地
位
を
利
用
し
て
会
社
の
利
益
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い｣

と
規
定
さ
れ
、
第
二

項
に

｢

前
項
の
規
定
に
違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
は
、
賠
償
責
任
を
お
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(�)
宣
・
前
掲
注

(

８)

、
参
考
資
料
、
五
四
頁
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
一
三
条

｢

…
…
取
締
役
は
、
取
締
役
会
の
決
議
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
締
役
会
の
決
議
が
法
律
、

行
政
法
規
ま
た
は
会
社
定
款
、
株
主
総
会
決
議
に
違
反
し
、
会
社
に
重
大
な
損
失
を
与
え
た
場
合
、
決
議
に
参
加
し
た
取
締
役
は
、
会
社
に
対
し
て

賠
償
責
任
を
負
う｣

。

(�)
中
・
新
会
社
第
一
五
〇
条

｢

取
締
役
、
監
査
役
、
高
級
管
理
職
は
、
会
社
の
職
務
を
執
行
す
る
時
に
法
律
、
行
政
法
規
又
は
会
社
定
款
の
定
め
に

違
反
し
、
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
五
五
頁
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
五
五
頁
。

(�)
｢

証
券
法｣

第
四
七
条
に
お
い
て

｢

上
場
会
社
の
董
事
、�
事
、
高
級
管
理
職
、
上
場
会
社
の
株
式
を
五
％
以
上
保
有
す
る
株
主
が
保
有
す
る
当
該

会
社
の
株
式
を
購
入
後
六
カ
月
以
内
に
売
却
又
は
売
却
後
六
カ
月
以
内
に
再
度
購
入
し
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
り
得
た
利
益
は
当
該
会
社
の
所
有
に
帰

す
る
も
の
と
し
て
、
会
社
の
董
事
会
は
そ
の
取
得
し
た
収
益
を
回
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
証
券
会
社
が
買
取
販
売
に
あ
た
っ
て
購
入
し
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た
株
式
が
売
れ
残
り
、
こ
れ
に
よ
り
五
％
以
上
の
株
式
を
保
有
す
る
場
合
、
当
該
株
式
の
売
却
は
六
カ
月
の
時
間
の
制
限
を
受
け
な
い
。

会
社
の
董
事
会
が
前
項
の
規
定
に
従
っ
て
執
行
し
な
い
と
き
は
、
株
主
は
、
董
事
会
に
三
〇
日
以
内
に
執
行
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
有
す

る
。
会
社
の
董
事
会
が
上
記
の
期
間
内
に
執
行
し
な
か
っ
た
場
合
、
株
主
は
会
社
の
利
益
の
た
め
に
、
自
己
の
名
義
で
直
接
人
民
法
院
に
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(�)
宣��
＝
屠�

(

国
浩
律�
集�
事�
所)

｢

新
公
司
法：

十
大��
彰�
立
法��

｣

上
海��

報

(

二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
五
日)

、

��������������������������������2005�11�15���������3781153�3����
(

二
〇
一
〇
年
七
月
一
六
日
最
終
確
認)

。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
五
六
頁
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
五
六
頁
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
五
八
頁
。

(�)
中
・
新
会
社
法
第
一
五
二
条
第
一
項
、
二
項
を
参
照
。

(�)������������������������
(1)�

§
364���1068�

(�)
周
・
前
掲
注

(

５)

、
四
六
頁
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
六
四
頁
。

(�)
劉
・
前
掲
注

(�)
、
二
七
六
頁
。

(�)
甘
培
忠

｢

中
国
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い
て｣

ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
七
巻
一
号

(

二
〇
〇
五
年
一

〇
月)

、
二
〇
五
頁
。

(�)
拙
稿
・
前
掲
注

(

６)

、
一
一
七
頁
。

(�)
株
主
代
表
訴
訟
に
関
し
て
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、
中
国
で
は
、
統
一
的
な
商
法
典
が
な
い
た
め
、
会
社
法
の
範
囲
内
に
株
主

代
表
訴
訟
に
関
す
る
全
て
の
内
容
を
取
り
こ
む
の
が
困
難
で
あ
り
、
会
社
法
に
は
訴
訟
手
続
的
な
も
の
を
あ
ま
り
多
く
規
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
甘
培
忠
・
前
掲
注

(�)
、
一
九
六
頁
。

(�)

王��
(

中
京
弁
護
士
事
務
所
主
任)

の
指
摘
に
よ
る
。
二
〇
〇
四
年
九
月
一
五
日
付

｢

法
制
日
報｣

参
照
。

(�)

周
・
前
掲
注

(

５)

、
七
〇
頁
。
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第
二
章

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度

第
一
節

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
背
景

一

株
主
代
表
訴
訟
の
起
源

ア
メ
リ
カ
の
株
主
代
表
訴
訟
は
一
八
四
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
の��������������� (�)

事
件
に
由
来
し
、
発
展
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て

い
る

(�)
。���������������
事
件
の
判
決
は
、
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
た
め
、
以

下
に
お
い
て
、
右
判
決
中
の

｢����
原
則｣

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

伝
統
的
な����
原
則
は
、
二
つ
の
基
本
原
則
と
そ
れ
ら
の
例
外
が
含
ま
れ
て
い
る
。
二
つ
の
原
則
と
は
、
多
数
決
原
則(������

�������������������)
と
適
切
な
原
告
原
則

(���������������������������)
で
あ
る
。
多
数
決
原
則

(�)

と
は
、
会
社
経
営
者
の

業
務
執
行
に
つ
い
て
は
、
株
主
総
会
を
通
じ
て
多
数
株
主
に
よ
り
合
法
的
に
認
め
ら
れ
た
不
正
当
行
為
に
裁
判
所
が
介
入
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
適
切
な
原
告
原
則
に
関
し
て
、���������������
事
案
で
の�����������

裁
判
官
は
、

｢

会
社
が
損
害
を
被
っ
た
場
合
、
会
社
は
自
己
の
名
義
、
会
社
の
身
分
に
よ
り
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
法
律
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
代
表
者
の
名
義
で
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る

(�)｣
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
会
社
の
権
利
と
株
主
個
人
の
権
利
と
異
な
り
、

取
締
役
の
責
任
追
及
の
訴
権
は
会
社
の
権
利
で
あ
り
、
個
々
の
株
主
が
、
会
社
の
損
害
回
復
の
た
め
に
会
社
に
代
位
し
て
会
社
訴
権
を

積
極
的
に
行
使
で
き
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。����
原
則
は
、
取
締
役
の
責
任
追
及
の
た
め
の
訴
権
は
会
社
の
権
利
に
属
し
、
株

主
が
、
会
社
の
損
害
回
復
の
た
め
に
会
社
に
代
位
し
て
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
株
主

の
会
社
に
代
位
し
て
訴
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
全
て
認
め
な
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
下
記
の
四

つ
の
場
合
の
み����
原
則
を
適
用
せ
ず
に
株
主
代
表
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る

(�)
。
①
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
が
会
社
の
権
利
能
力
外
の

場
合
、
②
構
成
員
の
個
人
的
ま
た
は
私
的
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
③
問
題
の
行
為
が
株
主
総
会
の
特
別
多
数
決
に
よ
っ
て
の
み
承
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認
さ
れ
う
る
場
合
、
④
不
正
行
為
者
が
会
社
を
支
配
す
る
場
合
に
お
い
て
問
題
の
行
為
が
少
数
派
に
対
す
る
詐
欺
的
行
為
に
該
当
す
る

場
合
で
あ
る
。

���������������
事
件
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
は����
原
則
に
関
す
る
理
解
が
一
致
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
原
則
は
複
雑
且

つ
不
安
定
な
原
則
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。
学
説
で
は
株
主
代
表
訴
訟
が
認
容
さ
れ
る
場
合
が
限
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
か
ら
批
判
が

強
か
っ
た

(�)
。
さ
ら
に
、
当
該
原
則
は
中
小
株
主
の
救
済
及
び
会
社
損
害
の
回
復
に
は
効
果
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
で

は����
原
則
を
放
棄
す
る
学
派
も
出
て
き
た

(�)
。
以
上
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
株
主
代
表
訴
訟
制
度
に
つ
い

て
改
正
の
検
討
を
始
め
、
二
〇
〇
六
年
に
会
社
法
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
際
に
、
新
し
い
株
主
代
表
訴
訟
制
度
が
明
文
化
さ
れ
、
二

〇
〇
七
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る

(�)
。

二

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
展
開

ア
メ
リ
カ
法
と
イ
ギ
リ
ス
法
は
い
ず
れ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
属
す
る
点
で
共
通
す
る
が
、
両
者
の
株
主
代
表
訴
訟
制
度
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
株
主
代
表
訴
訟
は
漸
次
的
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で

も
な
お
ア
メ
リ
カ
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

(�)

。
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

株
主
代
表
訴
訟
の
歴
史
的
展
開
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
段
階

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
独
自
の
発
展

株
主
代
表
訴
訟
が
最
初
に
ア
メ
リ
カ
に
現
れ
た
際
に
、���������������
事
件
の
判
決
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
ア
メ

リ
カ
の
裁
判
所
は����
原
則
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
自
ら
小
株
主
に
よ
る

会
社
の
損
害
の
回
復
に
関
す
る
訴
訟
を
解
決
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
一
八
一
七
年
の������������������������������

事
件

(�)

に
お
い
て
、
初
め
て
少
数
株
主
が
会
社
の
損
害
の
回
復
の
た
め
の
訴
訟
を
提
起
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
の
後
、
一
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八
三
一
年
の���������������������������
事
件
が
、
株
主
代
表
訴
訟
の
初
め
て
の
成
功
事
案
と
し
て
報
道
さ
れ
た
が
、

明
確
な
原
則
は
打
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た

(�)

。
広
く
注
目
さ
れ
た
の
は
、
一
九
三
二
年
の��������

�������
事
件
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
最
高
裁
判
決
で
あ
っ
た
。｢

信
託
受
益
者
で
あ
る
株
主
は
、
取
締
役
の
信
託
義
務
違
反
に
対

し
て
、
会
社
が
責
任
追
及
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
他
の
株
主
の
代
表
者
と
し
て
そ
の
責
任
追
及
の
た
め
の
訴
訟
提
起
が
で
き
る｣

と

判
示
し

(�)
、
原
告
株
主
が
会
社
の
損
害
回
復
を
求
め
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
通
常
は
会
社
の
名
義
に
よ
り
提
起
す
べ
き
で
あ
る
が
、
形
式

上
の
要
件
不
備
を
理
由
に
訴
訟
を
却
下
す
る
こ
と
で
、
不
正
な
行
為
の
是
正
を
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
原
告
株

主
に
よ
る
訴
訟
提
起
を
支
持
し
た
。
以
上
の
事
案
で
は
、
原
告
株
主
の
訴
権
は
、
会
社
の
権
利
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
は
捉
え
ら
れ
て

お
ら
ず
、
自
己
と
同
じ
立
場
に
あ
る
株
主
全
員
を
代
表
し
訴
訟
を
提
起
す
る
意
味
で
、
代
表
訴
訟
と
し
て
捉
え
た
。

他
方
、
会
社
の
権
利
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
い
う
意
味
で
の
代
表
訴
訟
は
、
会
社
と
第
三
者
と
の
間
の
紛
争
に
関
す
る
解
決
に
由
来

し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

(�)
。
第
三
者
の
責
任
追
及
に
関
す
る
重
要
な
判
例
は
、
一
八
五
五
年
に
、
商
業
銀
行
に
対
し
、
法
人
税
徴
収
が

連
邦
憲
法
に
違
反
す
る
と
し
て
そ
の
差
止
め
が
求
め
ら
れ
た��������������
事
件

(�)

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
決
で

あ
っ
た
。
最
高
裁
は
、
会
社
と
第
三
者
と
の
紛
争
に
関
し
て
も
、
株
主
が
会
社
に
代
位
し
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
判
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
株
主
は
第
三
者
を
被
告
と
し
て
そ
の
責
任
を
追
及
で
き
る
と
し
、
株
主
の
か
か
る
訴
権
は
、
第
二
次
的
、
代
位
的
に
発
生
し
た
も

の
で
あ
り
、
株
主
が
会
社
訴
権
を
代
位
し
て
行
使
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
と
捉
え
た
。

こ
の
段
階
で
は
、
裁
判
所
は
独
自
の
株
主
代
表
訴
訟
の
ル
ー
ル
を
展
開
し
、
株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
代
表
性
及
び
代
位
性
の
二
重
性

格
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た

(�)
。
こ
の
時
期
に
は
、
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
は
中
小
株
主
に
よ
る
代
表
訴
訟
の
提
起
に
対
し
て
積
極
的

な
態
度
を
取
っ
て
い
た

(�)

。

九大法学101号 (2010年) 130



第
二
段
階

イ
ギ
リ
ス
の����
原
則
の
影
響

����
原
則
の
ア
メ
リ
カ
法
へ
の
影
響
は
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
現
れ
始
め
た
。����������������������������������

事
件
に
お
い
て
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
最
高
裁
は
、
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
に
は
原
告
株
主
が
会
社
に
よ
る
訴
訟
の
救
済
の
不
可

能
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
初
め
て
明
確
に
指
摘
し
た

(�)

。
そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁
の��������������

事
件

(�)

は
、
最
も

����
原
則
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。������
大
法
官
は
、
株
主
の
代
表
訴
訟
の
提
起
の
際
に
、
①
原
告
株
主
は
ま

ず
取
締
役
ま
た
は
株
主
総
会
に
訴
訟
提
起
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)

。
②
責
任
発
生
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
行
為
の

発
生
時
点
か
ら
株
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)
。
③
本
来
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
し
得
な
い
事
件
を
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
す
る
た
め
に
通
謀

し
て
い
な
い
こ
と
を
宣
誓
供
述
に
よ
り
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(�)
と
判
示
し
た
。
一
八
八
二
年
に
連
邦
裁
判
所
は
株
主
代
表
訴
訟
に

つ
い
て
の
連
邦
衡
平
法
規
則
九
四
条
を
規
定
し
た
際
に
、
前
記��������������
事
件
の
判
旨
を
成
文
化
し
た
も
の
と
言
わ
れ

て
い
る
。
九
四
条
で
は
、
①
訴
訟
に
対
し
て
真
実
の
宣
誓
を
行
う
こ
と
、
②
問
題
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
時
点
に
、
株
主
で
あ
っ
た
こ

と
、
③
裁
判
管
轄
権
を
創
出
す
る
た
め
の
通
謀
が
な
い
こ
と
、
④
会
社
に
訴
訟
を
提
起
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
努
力
を
行
っ
た
こ
と
、

の
要
件
を
規
定
し
た

(�)
。
こ
の
規
定
は
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
第
二
三�
一
条
の
前
身
と
な
っ
て
い
る
。

第
三
段
階

近
時
の
展
開

近
年
、
証
券
民
事
訴
訟
に
関
す
る
濫
用
的
訴
訟
及
び
会
社
不
祥
事
の
増
加
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
は
株
主
代
表
訴
訟
と
直
接
関
係
な
い
が
、
間
接
的
に
株
主
代
表
訴
訟
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
に
公
布
さ
れ
た

｢

サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
リ
ー
法｣

(�����������������)
に

お
い
て
は
、
連
邦
証
券
諸
法
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る
私
訴
権
の
行
使
を
、
当
該
違
反
行
為
を
構
成
す
る
事
実
の
発
見
後
一
年
を
二

年
に
、
当
該
違
反
行
為
後
の
三
年
を
五
年
に
延
長
さ
れ
た

(�)
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
告
株
主
に
株
主
代
表
訴
訟
の
提
起
に
多
く
の
時
間
的
猶
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予
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
も
、
弁
護
士
は
会
社
又
は
そ
の
被
代
理
人
に
よ
る
重
大
な
証
券
諸
法
違
反
ま
た
は
信
認
義
務
違
反

ま
た
は
同
様
の
違
反
に
関
す
る
証
拠
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
た

(�)

。
こ
れ
は
、
原
告
株
主
に
不
正
発
覚
の
機
会
を
与

え
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)
。
ま
た
、
監
査
人
の
独
立
性
が
強
化
さ
れ
た

(�)

。
こ
れ
ら
の
改
正
は
会
社
管
理
に
事
前
の
予
防
シ
ス
テ
ム
を
構
築

す
る
狙
い
で
あ
る
。
事
前
防
止
シ
ス
テ
ム
が
機
能
で
き
れ
ば
、
事
後
の
救
済
策
と
す
る
株
主
代
表
訴
訟
の
減
少
に
繋
が
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

株
主
代
表
訴
訟
制
度
の
手
続
法
的
側
面

一

訴
訟
費
用
及
び
原
告
株
主
へ
の
補
償
の
規
定

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
手
軽
に
訴
訟
が
提
起
で
き
る
の
は
、
原
告
の
訴
訟
費
用
負
担
の
仕
組
み
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。
民
事
訴
訟

に
お
け
る
原
告
の
訴
訟
費
用
負
担
の
特
徴

(

ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ー
ル
と
も
言
わ
れ
る)

の
一
つ
目
は
、
訴
訟
手
数
料

(����������)

が
、

訴
額
と
関
係
な
く
、
一
律
三
〇
ド
ル
か
ら
一
〇
〇
ド
ル
前
後
で
あ
る
点
で
あ
る

(�)

。
二
つ
目
は
、
原
告
と
被
告
は
各
自
に
訴
訟
費
用

(

弁

護
士
費
用
を
含
む)

を
負
担
し
、
勝
訴
側
の
費
用
は
敗
訴
側
へ
の
転
嫁
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る

(�)

。
株
主
代
表
訴
訟
は
、

民
事
訴
訟
の
一
種
で
あ
り
、
当
該
訴
訟
が
多
く
提
起
さ
れ
る
一
因
が
こ
の
訴
訟
費
用
負
担
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ー
ル
に
あ
る
と

思
わ
れ
る

(�)

。
し
か
し
、
株
主
代
表
訴
訟
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ル
ー
ル
の
例
外
と
し
て
、
会
社
の
損
害
を
回
復
さ
せ
た
原
告
株
主
は

不
当
利
得
原
則
に
基
づ
き
会
社
か
ら
弁
護
士
費
用
を
含
む
合
理
的
な
訴
訟
費
用
の
償
還
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

(�)

。
そ
れ
は
株
主
代
表

訴
訟
に
お
い
て
賠
償
を
受
け
る
の
は
原
告
株
主
で
は
な
く
会
社
で
あ
る
た
め
、
会
社
が
原
告
側
の
弁
護
士
費
用
を
負
担
し
な
い
と
、
不

当
利
得
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
初
期
の
判
例
で
は
、
会
社
が
代
表
訴
訟
か
ら
金
銭
的
利
益

(���������������������������)
を
得
た
場
合
に
の

み
、
原
告
株
主
は
、
会
社
か
ら
訴
訟
費
用
の
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
限
定
的
な
見
解
を
取
っ
て
い
た

(�)

。
現
在
の
判
例
の

傾
向
と
し
て
、
た
と
え
会
社
は
訴
訟
結
果
か
ら
金
銭
的
利
益
を
得
て
い
な
く
て
も
、
非
金
銭
的
な
救
済(�������������������)
、
例
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え
ば
、
取
締
役
の
選
任
無
効
、
会
社
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
る
違
法
行
為
の
差
止
め
又
は
取
引
の
取
消
し
等
を
得
れ
ば
、
原

告
株
主
は
会
社
か
ら
合
理
的
な
費
用
の
補
償
が
認
め
ら
れ
る

(�)

。

株
主
代
表
訴
訟
に
お
け
る
原
告
株
主
の
訴
訟
費
用
の
補
償
の
根
拠
は
、
会
社
の
不
当
利
得
を
防
止
し
、
公
正
を
図
る
と
こ
ろ
に
あ
る

(�)

。

そ
し
て
、
訴
訟
費
用
を
会
社
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
原
告
株
主
の
経
済
的
な
負
担
の
低
減
と
株
主
に
よ
る
代
表
訴
訟
の
積
極
的
な
提
起

に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二

原
告
株
主
の
適
格

主
観
要
件

ア
メ
リ
カ
で
は
、
原
告
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
際
に
、
主
観
要
件
と
客
観
要
件
を
同
時
に
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以

下
に
お
い
て
、
ま
ず
、
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１

公
正
か
つ
適
切
な
代
表
性

原
告
株
主
の
適
格
の
主
観
要
件
と
し
て
、｢
原
告
株
主
の
公
正
か
つ
適
切
な
代
表
性｣

が
要
求
さ
れ
る

(�)

。
そ
れ
は
、
原
告
株
主
は
全

株
主
の
利
益
を
無
視
し
、
自
分
の
利
益
ま
た
は
主
張
を
行
う
目
的
で
訴
訟
を
提
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

(�)

、
ま
た
株
主
代
表
訴
訟
の

判
決
の
既
判
力
は
全
て
の
株
主
に
及
ぼ
す
観
点

(�)
か
ら
も
、
適
切
な
代
表
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

原
告
株
主
の
公
正
か
つ
適
切
な
代
表
性
に
つ
い
て
、
模
範
事
業
会
社
法

(���������������������������
、
以
下����

と

称
す
る)

の
七.

四
一
条
は
、｢

原
告
株
主
は
…
…
会
社
の
利
益
を
公
正
か
つ
適
切
に
代
表
す
る｣

と
規
定
し
て
い
る

(�)

。

ま
た
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則

(����������������������������)
の
二
三.

一
条
は

｢

派
生
的
訴
訟
が
追
行
で
き
な
い
の
は
、

原
告
が
、
会
社
ま
た
は
社
団
の
権
利
を
行
使
す
る
際
に
、
類
似
の
状
態
に
あ
る
株
主
ま
た
は
構
成
員
の
利
益
を
公
正
且
つ
適
切
に
代
表

し
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る｣

と
規
定
し
て
い
る

(�)
。

さ
ら
に
、���

(

ア
メ
リ
カ
法
律
協
会)

が
一
九
九
四
年
に
ま
と
め
た

『

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
理

分
析
と
勧
告』
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(
以
下���
と
称
す
る)

も
、｢

原
告
株
主
が
株
主
の
利
益
を
公
正
か
つ
適
切
に
代
表
し
え
な
い
と
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
場
合
は
、
原

告
適
格
を
有
し
な
い｣

と
規
定
し
て
い
る

(�)
(

七.

〇
二
条(

ａ)

項(

四)

号)

。

こ
の
ほ
か
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
会
社
法
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
州
会
社
法
に
お
い
て
も
、
同
じ
趣
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る

(�)

。

上
記
の
各
規
定
は
全
て
、
原
告
株
主
の
適
格
要
件
を

｢

公
正
か
つ
適
切
な
代
表
性｣

と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、����

の
原
告

株
主
が
代
表
す
る
対
象
者
は
会
社
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
、���

及
び
多
く
の
州
会
社
法
で
は
そ
の
代
表

対
象
者
は
株
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
、����
で
は
、
株
主
代
表
訴
訟
の
目
的
は
会
社
の
損
害
回
復
で
あ
り
、
会
社
の
利

益
を
公
正
か
つ
適
切
に
代
表
す
る
こ
と
が
原
告
適
格
に
該
当
す
る
と
さ
れ
、
他
方
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
お
よ
び
州
会
社
法
に
お
い
て
は
、

ク
ラ
ス
・
ア
ク
シ
ョ
ン
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
株
主
の
利
益
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る

(�)

。

２

判
例

原
告
株
主
の
公
正
か
つ
適
切
な
代
表
性
の
適
格
判
断
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
公
正
さ
と
適

切
さ
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
は
、
主
に
二
つ
の
側
面
か
ら
対
処
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)

。
一
つ
は
、
原
告
株
主
の
真
の
利
益

と
代
表
し
よ
う
と
す
る
ク
ラ
ス
の
利
益
の
間
に
衝
突
が
存
在
す
る
か
否
か
の
側
面
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
原
告
株
主
が
精
力
的

(����������)
か
つ
誠
実
に(���������������)
訴
訟
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
の
側
面
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
観
点
か
ら
判
断
を

し
た
代
表
的
な
事
例
と
し
て
、���������������������������������������������������
判
決

(�)

、�������������
�������� ��������������������

2170������������������������������������������
判
決

(�)

、��������
��������� �������

判
決

(�)

、
及
び�������������
判
決

(�)
等
が
あ
っ
た
。

三

原
告
株
主
の
適
格

客
観
要
件

原
告
株
主
は
上
記
の
主
観
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
継
続
的
株
式
所
有
の
ル
ー
ル
及
び
行
為
時
株
式
所
有
の
ル
ー
ル
と
い
う
二
つ
の
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客
観
要
件
も
満
た
す
必
要
が
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
ル
ー
ル
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

１

継
続
的
株
式
所
有
の
ル
ー
ル

｢

継
続
的
株
式
所
有
の
ル
ー
ル｣

と
は
、
代
表
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
株
主
は
判
決
の
時
点
ま
で
株
式
を
所
持
し
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
る

(�)
。
株
主
で
な
い
者
は
代
表
訴
訟
か
ら
利
益
を
受
け
ら
れ
な
い
た
め
、
訴
訟
を
濫
用
す
る
可
能
性
が
大
き

い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
該
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
株
主
で
な
い
者
に
よ
る
訴
訟
の
濫
用
の
防
止
が
図
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)

。

こ
の
ル
ー
ル
は
合
理
的
な
面
も
あ
る
が
、
不
都
合
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、���
は｢

た
だ
し
、
所
持
し
続
け
な
か
っ

た
原
因
が
株
主
が
同
意
し
な
か
っ
た
会
社
の
行
為
に
あ
り
、
か
つ

(

Ａ)

代
表
訴
訟
が
株
主
の
地
位
を
終
了
さ
せ
る
会
社
の
行
為
に
先

立
っ
て
提
起
さ
れ
た
か
、
ま
た
は

(
Ｂ)

当
該
株
主
は
訴
訟
を
提
起
す
る
ほ
か
の
い
か
な
る
株
主
よ
り
も
よ
く
株
主
の
利
益
を
代
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い｣

と
こ
の
ル
ー
ル
の
例
外
の
規
定
を
設
け
て
い
る

(�)

。
そ
の
他
、

当
該
ル
ー
ル
の
例
外
を
設
け
る
州
も
あ
る

(�)
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
判
例
法
で
も
、
①
株
主
の
訴
訟
資
格
を
奪
う
た
め
の
合
併
ま
た
は
合
併

が
詐
欺
と
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
②
株
主
は
合
併
に
よ
り
異
な
る
証
券
を
獲
得
し
た
が
、
実
際
上
同
じ
会
社
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
場
合

(�)

に

は
、
前
株
主
は
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
し
て
い
る
。

２

行
為
時
株
式
所
有
の
ル
ー
ル

行
為
時
株
式
所
有
ル
ー
ル
と
は
、
原
告
株
主
が
訴
え
よ
う
す
る
不
正
行
為
の
発
生
時
に
お
い
て
既
に
株
式
を
所
有
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
原
則
で
あ
る

(�)

。

こ
の
ル
ー
ル
は
前
述
し
た
連
邦
最
高
裁
の��������������
事
件
判
決
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
の
目
的
は
、

原
告
株
主
の
連
邦
の
裁
判
権
の
獲
得
及
び
管
轄
裁
判
所
の
不
当
利
用

(�������������)
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た

(�)

。
連
邦
民
事
訴

訟
規
則
に
お
い
て
は
現
在
も
こ
れ
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る

(�)
。
そ
の
他
、
多
く
の
州
は
当
該
ル
ー
ル
の
目
的
を
買
収
訴
訟
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(�������������������) (�)
及
び
不
当
利
得

(�)

の
防
止
と
し
て
い
る

(�)

。
買
収
訴
訟
禁
止
の
目
的
は
、
悪
意
の
動
機
を
持
つ
者
が
訴
訟
を
す

る
た
め
に
株
式
を
買
い
求
め
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る

(�)

。
し
か
し
、
原
告
株
主
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
要
件
を
課
す
必
要
性
を

う
ま
く
説
明
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
買
収
訴
訟
の
防
止
の
た
め
で
は
な
く
、
株
主
代
表
訴
訟
を
阻
止
す
る
た
め

の
規
定
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
提
起
さ
れ
た

(�)

。
も
し
買
収
訴
訟
の
防
止
目
的
で
あ
れ
ば
、
要
件
を
よ
り
緩
和
す
べ
き
だ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
株
式
購
入
後
、
不
正
行
為
に
気
付
い
た
株
主
も
訴
訟
提
起
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
株
式
を
取
得
し
て
、

株
式
取
得
前
の
不
正
行
為
を
訴
え
る
動
機
が
純
粋
な
場
合
で
も
、
原
告
株
主
の
提
訴
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
反
論
が
あ
っ
た

(�)
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
一
六
条

(

ｂ)

項
は
、
証
券
発
行
者
の
た
め

に
、
内
部
者
に
よ
る
短
期
売
買
取
引
の
差
益
の
返
還
を
求
め
る
代
表
訴
訟
の
提
起
に
対
し
て
、
行
為
時
株
式
所
有
ル
ー
ル
と
い
う
要
件

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
濫
用
が
あ
ま
り
生
じ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
っ
た

(�)

。
不
当
利
得
防
止
の
目
的
と
は
、
株
式
を
安

価
で
購
入
し
て
、
代
表
訴
訟
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
の
追
及
す
る
こ
と
で
、
不
当
利
得
を
防
止
す
る
目
的
で
あ
る
。
不
正
行
為
が
あ
っ

た
時
に
株
主
で
は
な
か
っ
た
者
は
、
特
別
な
事
情
が
な
け
れ
ば
、
不
正
行
為
に
よ
る
損
害
を
被
っ
た
者
と
な
ら
な
い
た
め
、
代
表
訴
訟

を
利
用
し
、
裁
判
所
の
救
済
を
公
平
に
主
張
で
き
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る

(�)
。
こ
れ
に
対
し
、
会
社
が
被
っ
た
損
害
は
会
社
の
株
価
を

下
落
さ
せ
る
と
い
う
影
響
を
与
え
る
が
、
会
社
の
損
害
が
あ
る
程
度
ま
で
回
復
す
れ
ば
、
会
社
の
株
価
の
上
昇
に
役
立
つ
。
し
た
が
っ

て
、
行
為
時
に
株
式
を
所
有
し
て
い
な
か
っ
た
株
主
は
常
に
自
分
の
利
益
を
求
め
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う

(�)

。

行
為
時
株
式
所
有
ル
ー
ル
に
関
す
る
制
定
法
と
し
て
、
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
二
三.

一
条
に
お
い
て

｢

次
の
こ
と
を
訴
状
に
お
い

て
明
ら
か
に
し
、
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
告
と
な
る
者
が
そ
の
主
張
に
係
る
行
為
の
時
に
株
主
若
し
く
は
構
成
員
で
あ
っ
た

こ
と
、
又
は
、
そ
の
後
に
法
律
に
よ
り
株
式
若
し
く
は
構
成
員
の
資
格
が
原
告
に
拡
張
さ
れ
た
こ
と｣

と
規
定
し
て
い
る

(�)

。����

の
七
・
四
一
条(

１)

項
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
会
社
法
の
三
二
七
条
及
び
そ
の
他
の
ほ
と
ん
ど
の
州
会
社
法
に
お
い
て
も
、
当
該
ル
ー
ル
に
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関
す
る
同
様
の
文
言
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
こ
の
要
件
を
緩
和
し
た
規
定
と
し
て
、���
の
七.

〇
二
条

(

ａ)

項

(

一)

号
に
お
い
て
、｢

株
主
は
、
次
の
場
合
に

は
、
代
表
訴
訟
を
提
起
し
か
つ
維
持
す
る
原
告
適
格
を
有
す
る
、
す
な
わ
ち
、
株
主
が
株
式
を

(

Ａ)

違
法
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い

る
行
為
に
関
す
る
重
要
な
事
実
が
広
く
開
示
さ
れ
た
か
、
株
主
が
そ
れ
を
知
っ
た
か
、
若
し
く
は
株
主
に
明
確
に
伝
え
ら
れ
た
時
点
よ

り
前
の
時
点
で
、
ま
た(
Ｂ)

(

Ａ)

に
従
い
当
該
証
券
を
取
得
し
た
…
…｣

と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
州
会
社
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
会
社
法
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る
規
定
が
設
け
ら
れ
、
行
為
時
株
式
所
有
ル
ー
ル
を
必
要
と
し
つ
つ
、
不
正
行
為

時
に
株
主
資
格
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
株
主
は
次
の
五
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
裁
判
所
が
判
断
さ
れ
る
場
合
、
代
表
訴
訟
を

維
持
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る

(�)
。
す
な
わ
ち
、
①
会
社
の
た
め
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
は
蓋
然
性
の
高
い
証
拠
が
あ
る
こ
と
、
②
他
の

同
様
な
代
表
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
は
提
起
さ
れ
る
予
定
が
な
い
こ
と
、
③
原
告
が
、
取
締
役
の
不
正
行
為
が
公
開
さ
れ

る
前
、
ま
た
は
原
告
が
そ
れ
を
知
る
前
に
株
式
を
取
得
し
た
こ
と
、
④
代
表
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
被
告
が
そ
の
故
意
に

よ
る
信
認
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
利
得
を
得
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
⑤
原
告
株
主
に
よ
る
救
済
措
置
が
、
会
社
ま
た
は
他
の
株
主
に

対
し
て
不
当
利
得
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
事
業
会
社
法
に
も
、
行
為
時
に
株
式
を
所
有
し
て
い
な
い
株

主
の
提
訴
を
認
め
る
と
い
う
類
似
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る

(�)
。

四

弁
護
士
の
働
き
及
び
訴
訟
上
の
和
解

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
和
解
は
、
原
告
側
の
弁
護
士
の
働
き
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
代
表
訴
訟
に

お
い
て
は
、
原
告
側
の
弁
護
士
の
働
き
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
真
の
利
害
関
係
者
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る

(�)

。
以
下
に
お
い
て
、

弁
護
士
の
働
き
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
訴
訟
上
の
和
解
を
検
討
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
訴
訟
に
関
わ
る
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
は
制
定
法
上
の
規
制
が
な
い
た
め
、
成
功
報
酬
制
度

(��������������)
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が
一
般
的
に
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
既
に
一
〇
〇
年
近
く
の
歴
史
を
有
し
、
株
主
代
表
訴
訟
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る

(�)

。
成
功
報
酬
制

度
に
よ
り
、
原
告
の
弁
護
士
は
、
勝
訴
及
び
和
解
の
場
合
に
限
り
報
酬
を
取
得
し
、
敗
訴
し
た
場
合
に
は
、
一
切
の
報
酬
を
受
け
な
い
。

原
告
株
主
が
成
功
報
酬
制
度
に
よ
り
弁
護
士
と
契
約
す
る
場
合
、
裁
判
が
終
了
す
る
ま
で
、
弁
護
士
は
原
告
株
主
に
訴
訟
費
用
な
ど
の

負
担
を
一
切
さ
せ
な
い
た
め
、
原
告
株
主
に
よ
る
私
人
的
な
救
済
の
請
求
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
敗
訴
に
な
っ
て

も
弁
護
士
費
用
の
負
担
の
心
配
が
な
い
た
め
、
原
告
株
主
の
訴
訟
提
起
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
功

報
酬
制
度
は
ア
メ
リ
カ
の
訴
訟
件
数
の
多
さ
の
一
因
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
成
功
報
酬
制
度
の
適
用
に
よ
り
、
弁
護
士
は
代
表

訴
訟
か
ら
直
接
の
利
益
を
得
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
分
野
を
専
門
と
す
る
弁
護
士
が
代
表
訴
訟
を
主
導
す
る
傾
向

(���������������)
が
み
ら
れ
る
。
原
告
の
弁
護
士
は
代
表
訴
訟
を
機
能
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

(�)

。

成
功
報
酬
制
度
に
お
け
る
弁
護
士
費
用
の
伝
統
的
な
算
定
方
式
と
は
、
賠
償
金
の
獲
得
額
に
応
じ
た
割
合
が
弁
護
士
費
用
と
し
て
支

払
わ
れ
る
の
で
、
割
合
方
式

(����������������)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
裁
判
が
終
了
す
る
ま
で
原
告
株
主
は
一
切
の
費
用
を

負
担
し
な
い
こ
の
方
式
は
、
人
々
の
訴
訟
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
促
進
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
欠
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
①
原
告
は
単
な

る
名
義
貸
し
で
、
弁
護
士
の
自
己
利
益
を
追
求
す
る
行
為
を
黙
認
し
て
し
ま
う

(�)
。
②
弁
護
士
の
利
益
と
会
社
及
び
そ
の
他
の
株
主
の
利

益
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
弁
護
士
は
、
訴
訟
結
果
に
こ
だ
わ
り
、
敗
訴
の
リ
ス
ク
を
冒
し
、
判
決
を
待
つ
よ
り
、
早
く
訴
訟
の
和
解

を
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
士
に
と
っ
て
、
和
解
の
場
合
に
、
時
間
や
労
力
及
び
費
用
の
支
出
の
節
約
だ

け
で
は
な
く
、
短
時
間
で
確
実
に
多
く
の
報
酬
を
得
る
こ
と
も
で
き
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
時
に
会
社
に
と
っ
て
最
大
の
利
益
と
な
ら
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
期
和
解
を
狙
っ
て
提
起
さ
れ
た
価
値
の
な
い
代
表
訴
訟
は
少
な
く
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。
③
非
金
銭
的

な
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
弁
護
士
に
と
っ
て
、
短
期
的
な
報
酬
の
獲
得
の
面
で
は
メ
リ
ッ
ト
が
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
提
起
の

促
進
に
は
な
ら
な
い

(�)

。
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割
合
方
式
と
は
別
の
算
定
方
式
、
指
標
方
式

(��������������)

と
は
、
事
件
の
た
め
に
必
要
と
し
た
時
間
に
応
じ
て
支
払
う

方
式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
に
よ
る
弁
護
士
費
用
の
算
定
は
現
在
多
く
の
裁
判
所
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る

(�)

。
指
標
方
式
の
算
定
方
式

は
上
記
の
割
合
方
式
の
不
備
を
修
正
で
き
る
た
め
、
大
い
に
注
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
欠
点
と
し
て
、
弁
護
士
は
弁
護
士
報
酬
を

最
大
化
さ
せ
る
た
め
、
訴
訟
時
間
を
不
必
要
に
費
や
す
こ
と
に
繋
が
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)

。

上
記
の
と
お
り
、
二
つ
の
算
定
方
式
は
い
ず
れ
も
欠
陥
を
持
っ
て
お
り
、
弁
護
士
費
用
の
算
定
に
つ
い
て
、
原
告
株
主
と
弁
護
士
に

完
全
に
委
ね
る
と
、
会
社
の
最
善
の
利
益
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、
原
告
側
の
弁
護
士
費
用
の

｢

合
理
性｣

に
つ

い
て
、
裁
判
所
の
審
査
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

(�)
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
か
の
裁
判
所
は
こ
の
二
つ
の
算
定
方
式
を
合
わ
せ
て
、
割
合

方
式
を
算
定
の
基
礎
と
し
つ
つ
、
費
用
の
上
限
額
の
算
定
に
指
標
方
式
を
用
い
る
と
い
う
形
で
弁
護
士
費
用
を
算
定
す
る

(�)

。

上
記
の
よ
う
に
、
弁
護
士
の
報
酬
の
算
定
は
成
功
報
酬
制
度
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
原
告
側
の
弁
護
士
は
終
局
判
決
ま
で
訴
訟
を
継

続
す
る
よ
り
、
早
く
訴
訟
を
終
結
す
る
和
解
の
ほ
う
が
和
解
金
を
確
実
に
見
込
め
る
と
、
勝
ち
目
の
な
い
代
表
訴
訟
を
提
起
し
、
和
解

に
よ
る
取
り
下
げ
を
行
う
こ
と
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(�)
。
ま
た
、
下
記
の
第
三
節
の
訴
訟
委
員
会
の
紹
介
で
述
べ
る
よ
う
に
、
訴

訟
委
員
会
に
よ
る
却
下
制
度
が
判
例
と
し
て
確
立
し
て
い
る
が
、
委
員
会
の
構
成
は
会
社
か
ら
独
立
し
て
い
る
外
部
の
者
に
よ
る
こ
と

が
多
く
、
ま
た
委
員
会
の
訴
訟
調
査
に
時
間
が
必
要
と
さ
れ
、
訴
訟
委
員
会
の
運
営
自
体
に
費
用
が
か
か
り
、
訴
訟
委
員
会
に
よ
る
訴

訟
却
下
の
申
立
を
し
な
い
た
め
、
原
告
株
主
の
提
訴
後
に
、
早
期
に
和
解
に
よ
る
解
決
を
求
め
る
と
い
う
被
告
側
の
事
情
も
あ
る

(�)

。
さ

ら
に
、
訴
訟
委
員
会
に
よ
る
広
範
囲
の
調
査
を
行
う
よ
り
、
原
告
弁
護
士
に
一
定
の
報
酬
を
支
払
っ
て
和
解
す
る
ほ
う
が
よ
り
安
く
済

む
と
い
う
事
情
も
あ
る

(�)

。
被
告
に
と
っ
て
、
訴
訟
か
ら
破
滅
的
な
損
害
賠
償
に
加
え
社
会
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
低
下
さ
せ
る
と
い
う
大
き

な
リ
ス
ク
か
ら
、
被
告
に
リ
ス
ク
回
避
的
な
行
動
、
即
ち
、
和
解
を
取
ら
せ
る
こ
と
に
な
る

(�)
。
以
上
の
事
情
の
下
、
原
告
側
の
主
導
地

位
を
立
つ
弁
護
士
の
利
益
、
被
告
側
の
コ
ス
ト
の
違
い
と
リ
ス
ク
回
避
の
観
点
か
ら
、
共
謀
的
な
和
解
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る

(�)

。
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確
か
に
、
合
理
的
な
和
解
は
、
長
期
の
裁
判
に
よ
る
訴
訟
当
事
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
耗
、
経
済
的
な
負
担
、
会
社
の
イ
メ
ー
ジ
ダ

ウ
ン
等
を
回
避
で
き
、
迅
速
に
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
上
記
の
よ
う
な
弁
護
士
に
よ
る
報
酬
狙
い
の
和
解
、

共
謀
的
な
和
解
な
ど
の
濫
用
的
な
和
解
も
し
ば
し
ば
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
株
主
代
表
訴
訟
の
和
解

に
対
し
て
い
く
つ
か
の
法
的
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
の
第
二
三
・
一
条
で
は
、
代
表
訴
訟
の
和
解
ま
た
は
取

り
下
げ
に
は
裁
判
所
の
承
認
が
必
要
と
さ
れ
、
さ
ら
に
申
し
立
て
た
和
解
ま
た
は
取
り
下
げ
は
裁
判
所
が
要
求
さ
れ
る
方
式
で
他
の
株

主
へ
通
知
し
な
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る

(�)
。

裁
判
所
の
承
認
の
要
件
に
つ
い
て
、����
、���
及
び
州
会
社
法
の
多
く
も
、
裁
判
所
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る

(�)

。
裁
判
所

の
承
認
を
得
た
和
解
は
、
通
常
、
代
表
訴
訟
に
対
す
る
裁
判
所
の
最
終
判
決
と
同
様
の
効
力
を
持
ち
、
そ
の
他
の
株
主
に
対
し
て
も
拘

束
力
を
持
つ
。

ま
た
、
株
主
へ
の
通
知
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
は
、
他
の
株
主
が
和
解
案
に
反
対
す
る
場
合
、
和
解
手
続
に
参
加
す
る
た
め
の
手
続

的
保
障
措
置
で
あ
り
、
仮
に
和
解
へ
の
反
対
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
ら
訴
訟
当
事
者
と
し
て
参
加
し
、
訴
訟
を
継
続
す

る
よ
う
主
張
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
点
に
あ
る

(�)
。
株
主
へ
の
通
知
が
必
須
と
な
っ
て
い
る
州
も
あ
る
が
、
株
主
へ
の
通
知
の
必
要
性
に

つ
い
て
裁
判
所
の
判
断
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
州
も
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
に
お
い
て
、
和
解
は
原
告
に
損
害
を
与
え
な
い
場
合
を
除

き
、
株
主
へ
の
通
知
は
必
須
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

(�)
。����
は
申
し
立
て
ら
れ
た
和
解
は
実
質
的
に
会
社
の
全
体
ま
た
は
一
部
分

の
株
主
の
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
裁
判
所
が
判
断
す
る
場
合
、
影
響
を
受
け
る
株
主
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て

い
る

(�)

。���
も����
と
類
似
の
規
定
を
置
か
れ
て
い
る

(�)
。

以
上
の
法
的
制
限
は
原
告
株
主
と
被
告
と
の
和
解
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
、
原
告
株
主
を
排
除
し
、
会
社
と
被
告
と
の
間
の
和
解

に
よ
り
代
表
訴
訟
が
中
止
さ
れ
う
る
か
ま
た
は
裁
判
所
の
承
認
及
び
原
告
株
主
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
提
起
も
あ
る

(�)

。
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本
節
は
、
主
に
弁
護
士
の
働
き
と
和
解
と
の
関
係
に
関
す
る
検
討
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
り
、
会
社
と
被
告
間
と
の
和
解
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

註(�)
本
事
件
は
、
公
園
の
造
成
等
の
た
め
設
立
し
た
株
式
会
社
の
二
人
の
株
主
が
、
株
主
全
体
を
代
表
し
、
会
社
と
違
法
な
土
地
の
転
売
取
引
や
担
保

設
定
を
行
っ
た
取
締
役
ら
の
会
社
資
金
の
使
用
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
し
、
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。2����

461�
67��������189

(���1843)���������������������������������������������
(8 ���������)

(��������������
2008)���

609

〜610������������������������������������
(24 ���������)

(�������
1987)�

65‒04���
978

〜979�
(�)

も
っ
と
も
、
権
利
が
集
中
し
て
い
る
団
体
の
理
事
に
よ
る
権
利
濫
用
か
ら
団
体
の
構
成
員
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
一
九
世
紀
の
半
ば
よ
り
は
る

か
に
以
前
に
す
で
に
救
済
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
法
的
な
性
質
が
検
討
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。5���������607

(����1836)�
(�)�����

494

〜495�
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
委
員
会
も����
事
件
は
適
切
な
原
告
ル
ー
ル
と
多
数
決
ル
ー
ル
を
同
時
に
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

�������������������246�����6�1
(1997)

。
し
か
し
、����
事
案
は
適
切
な
原
告
ル
ー
ル
だ
け
を
確
立
し
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
多
数
決
原
則
に
つ
い
て��������������1��790

(1847)

に
確
立
さ
れ
た
と
い
う
見
解
で
あ
る
。������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

10�������������
74
(1998)�

(�)
2����

461�
67��������180

(���1843)�
(�)������������������

事
件

[(1950)
2�����

1064]
に
お
け
る�������
裁
判
官
の
判
旨
に
よ
る
。
そ
の
四
つ
の
例
外
の
翻
訳
は
、

川
島
い
づ
み

｢

イ
ギ
リ
ス
会
社
法
に
お
け
る
株
主
代
表
訴
訟
の
展
開｣
奥
島
孝
康
教
授
論
文
集
編
集
委
員
会
編

『

比
較
会
社
法

(

第
一
巻)』

(

奥
島

孝
康
教
授
還
暦
記
念)

、(

成
文
堂
、
一
九
九
九
年)

、
五
〇
頁
参
照
。

(�)������������������������������������������
(7 ���������)�

(��������������������
2003)���

458�
(�)�������������������������������������������

(1969)����
120��������������������������������

���������������������������������������������
(��������������

1987)���1����������������������
�����������������������������������������������

(6 �������������������
1997)���

660�
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(�)���������������������������������������������������������
2�
(1997)���

180�
(�)

二
〇
〇
六
年
イ
ギ
リ
ス
会
社
法

(���������������
2006����

)�
§
260

〜264�
(�)��������������������������������������������������������������������������������

57

�����������(��������
2004)���

1749�
(�)

2���������371�
389‒390

(����1817)�
周
・
前
掲
注

(

５)

、
一
三
頁
。｢����

大
法
官
は
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
業
務
執
行
者
が
受
託
者

と
し
て
詐
欺
的
信
任
義
務
違
反
に
つ
き
責
任
を
負
う
こ
と
を
認
め
た
。
少
数
株
主
が
強
情
な
経
営
者
を
訴
え
る
理
論
が
一
応
出
来
上
が
り
、
少
数
株

主
に
よ
る
訴
訟
へ
の
道
が
開
か
れ
た｣

。

(�)�������������������������������������������������������������������������������������������
28

���������������
(1965)���

322�
｢

取
締
役
が
信
任
義
務
に
違
反
し
、
会
社
の
財
産
を
減
少
さ
せ
た
場
合
に
、
株
主
が
そ
の
回
復
を
強

制
し
う
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。｣

(�)�����(1965)����������
(114)���

321‒322���������
21�

3��������222���
231‒232�

(����1832)�

高
橋
・
前
掲
注

(�)
、
一
一
三
頁
。

(�)������������������������������������������������������������
32��������������

990�
(�)

59����(18���
)
331(1855)�

(�)������������������������������
(����������������������������

2001)���
15�

(�)��������������������������������������������������������������������
(1967)����

282‒289���
284�

(�)
104�����

378
(1870)�

(�)
104����450

(1881)�
(�)��������������������������������������������������������������������������

(1994)����
463���

477�(�)
104���

(14����)
450�

460

〜461�
26�����

827
(1881)�

(�)
104���

(14����)
450�

461�
26�����

827
(1881)�

(�)
104���

(14����)
450�

461�
26�����

827
(1881)�

(�)

条
文
の
日
本
語
訳
は
高
橋
・
前
掲
注

(�)
、
一
一
五
頁
参
照
。
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��
�

(�)���������������������������������������������������������������������������������������������
������

(���������������������������
2005)�

§
1�05�

(�)�������������������
2002�

§
804�

28����
1658�

(�)�������������������
2002�

§
307�

15����
7245�

(�)
李
・
前
掲
注

(�)
、
九
六
頁
。

(�)�������������������
2002�

§
201‒206�

78�
(�)

78��
78��1�

(�)
平
野
晋

｢

厳
格
製
造
物
責
任
の
弊
害
と
訴
訟
に
頼
ら
な
い
賠
償
責
任
制
度
の
提
案(

二)｣

国
際
商
事
法
務
、����19����8(1991)

一
一
五
〜
一

一
八
頁
。

(�)������������������������������������������������������������
(������������

2009)�
§
3�1���

3‒3�
(�)

周
・
前
掲
注

(

５)

、
七
七
頁
。

(�)�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

86������������
669
(1986)���

670���������
2�����������������

(133)�
§
6�12���

6‒32�
6‒33��������������������������

(1)�
§
377���

1108�
(�)��������������

306�����441�
28����2�

469
(1940)�

(�)����������������
(133)�

§
6�15�

257�����
362�

101����2�
423�

427(1960)�������������������������������
331�

2�
249
(6 ������

1964)�
(�)����������������

(133)�
§
6�16.

(�)����������������
(133)�

§
4�4�

(�)��������������������������������������������������������������
(1994)���

40�
(�)�������������������������������������������������������������������������������������������

34������
�������

73
(1984)�

(�)���������������������������
(����

)�
(3������������������������

2002)�
(�)��������������������������������������������������23�1���

62�
(������������������

2002)�
(�)�������������

(140)�
§
7�02

(�)
(4)�
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(�)
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
衡
平
法
裁
判
所
規
則
二
三
・
一
条
で
も
、
原
告
株
主
に
す
べ
て
の
株
主
の
利
益
を
公
正
か
つ
適
切
に
表
す
こ
と
を
必
要
と
し
て

い
る
。����������������������

1981�����������549
(�������1981)�

(�)������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

34�����������
36
(���1990)�

高
橋
・
前
掲
注

(�)

一
二
〇
頁
。

(�)
周
・
前
掲
注

(

５)

、
三
八
頁
。

(�)
66������123

(�������1974)�
｢

原
告
株
主
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
あ
る
連
邦
地
裁
に
被
告
で
あ
る
会
社
の
主
要
役
員
及
び
取
締
役
の

不
正
経
営
及
び
会
社
財
産
の
浪
費
を
請
求
事
由
と
し
て
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
却
下
さ
れ
た
た
め
、
第
一
巡
回
裁
判
所
に
控
訴
し
た
。
第

一
審
と
同
様
に
第
二
審
も
原
告
の
請
求
を
認
容
し
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
原
告
株
主
の
適
切
代
表
性
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
記
録
文
書
に
よ
る
と
、

原
告
株
主
と
他
の
株
主
と
が
明
ら
か
に
利
益
の
衝
突
を
し
て
い
る
か
ら
、
原
告
株
主
は
、
同
じ
状
態
に
あ
る
株
主
と
そ
の
構
成
員
の
利
益
を
公
正
か

つ
適
切
に
代
表
す
る
こ
と
を
保
障
で
き
な
い
と
し
て
、
原
告
株
主
の
代
表
訴
訟
の
提
起
権
を
認
め
な
か
っ
た｣

。

(�)
512�������

1310
(�������1981)�

｢

原
告
株
主
で
あ
る�����������
は
、2170�����������������

の
少
数
株
主
で
あ
っ
た
。

2170�����������������
社
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
の����
と
い
う
処
に
あ
る��������
社
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
フ
ー
ド
・
レ
ス
ト
ラ

ン
を
経
営
す
る
こ
と
を��������
社
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
。
一
九
七
七
年
五
月
に
、
原
告
株
主
及
び2170�����������������

社
の
そ
の

他
の
少
数
株
主
が
会
社
と
株
式
の
売
却
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
契
約
の
第
八
条
に
よ
り
、
少
数
株
主
ら
は
会
社
か
ら
総
額
一
〇
万
八
千
ド
ル
の
売

却
代
金
を
受
領
し
た
。
し
か
し
、
原
告
株
主
は
、
株
式
の
売
却
契
約
が
連
邦
証
券
取
引
法
と
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
会
社
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
違
反
し
、
契
約
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
、
売
却
代
金
の
損
害
賠
償
回
復
の
た
め
の
株
主
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
。
争
点
は
、
少
数
株
主
が
他
の
株

主
の
利
益
を
代
表
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
被
告
側
は
①
原
告
は
公
正
且
つ
適
切
に
他
の
株
主
の
利
益
を
代
表
し
得
な
い
。
②
原
告
の
代
表

訴
訟
は
、
時
宜
に
か
な
っ
て
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
衡
平
法
上
の
懈
怠
の
原
則

(���������������������������)
に
よ
り
禁
じ
る
必

要
が
あ
る
と
主
張
し
、
当
該
訴
訟
の
取
り
下
げ
を
求
め
た
。
裁
判
所
は
①
連
邦
民
事
訴
訟
規
則
二
三
・
一
条
は
、
代
表
訴
訟
の
原
告
が
多
数
株
主
の

支
持
、
ま
た
は
全
て
の
少
数
株
主
の
支
持
を
受
け
る
こ
と
ま
で
は
要
求
し
て
い
な
い
。
代
表
者
の
適
切
性
に
関
す
る
真
の
意
味
は
、
原
告
株
主
が
ど

の
程
度
株
主
を
代
表
し
て
い
る
か
の
で
は
な
く
、
同
じ
状
態
に
あ
る
株
主
の
利
益
を
い
か
に
守
る
か
と
い
う
こ
と
、
②
代
表
者
の
適
切
性
に
関
す
る

実
質
上
の
評
価
の
一
つ
目
、
そ
の
代
表
者
で
あ
る
原
告
が
精
力
的
か
つ
誠
実
に
代
表
訴
訟
を
遂
行
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
本
件
で
は
、
原
告
が

精
力
的
で
は
な
い
と
い
う
立
証
が
な
い
。
二
つ
目
は
、
代
表
者
た
る
原
告
の
利
益
が
代
表
さ
れ
よ
う
と
す
る
株
主
と
い
う
ク
ラ
ス
の
利
益
と
衝
突
す

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
被
告
側
は
、
挙
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
け
る
被
告
側
は
立
証
し
て
い
な
い
、
③
原
告
の
訴
訟
提
起
を
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怠
っ
た
こ
と
は
、
代
表
訴
訟
を
禁
ず
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
、
と
判
じ
、
原
告
株
主
の
適
切
代
表
性
を
認
容
し
た｣

。

(�)
750����

2�
274

(��������1988)�
｢

会
社
の
発
行
済
株
式
の
二
五
％
を
保
有
す
る
株
主
は
、
会
社
の
奪
取
を
理
由
と
し
他
の
二
人
の
会

社
オ
ー
ナ
ー
を
相
手
に
代
表
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
テ
キ
サ
ス
州
控
訴
裁
判
所
は
、
原
告
株
主
以
外
の
株
主
が
被
告
で
あ
り
、
ま
た
は

原
告
株
主
が
残
り
の
株
主
の
利
益
は
対
立
し
て
お
り
、
原
告
と
同
じ
状
態
に
あ
る
株
主
は
存
在
し
な
く
、
彼
ら
の
利
益
を
代
表
し
得
な
い
と
主
張
し

た
場
合
、
単
独
株
主
は
代
表
訴
訟
を
提
起
し
得
な
い
と
判
じ
、
原
告
株
主
の
適
切
代
表
性
を
否
定
し
た｣

。

(�)
459����880

(1982)�
｢����������

は
八
〇
年
代
の
一
〇
年
間
に
、
公
開
会
社
の
株
式
を
僅
か
に
所
有
す
る
こ
と
に
も
関
わ
ら
ず
、
原
告

と
し
て
裁
判
所
に
提
起
し
た
代
表
訴
訟
の
回
数
を
三
二
回
に
上
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
保
有
す
る
株
数
が
極
め
て
少
な
く
、
且
つ
頻
繁
に
原

告
を
名
乗
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
適
切
代
表
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
案
で
あ
る｣

。

(�)�������������
(140)�

§
7�02

(�)
(2)�

(�)�������������
(140)

7�02������������
38

〜39.

(�)�������������
(140)�

§
7�02

(�)
(2)�

(�)�������������
(140)���������������4���

46

〜49.

(�)�������������
(140)���������������4���

47������������������
(127)�

§
4�03�

(�)�������������������������������������
(�������������������������

1993)���
614

〜615�
(�)���������������

104����450
(1882)�

連
邦
最
高
裁
の
主
張
は
単
に
連
邦
の
裁
判
管
轄
権
を
通
謀
的
に
発
動
さ
せ
る
た
め
の
訴
訟
を

否
定
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
判
決
を
支
持
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
連
邦
裁
判
管
轄
の
不
当
利
用

に
対
抗
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
。�������������������������������������������������������������

�����������������
25���������1041���

1042
(1977‒1978)�

(�)���������������������
(143)�

§
23�1���

62�
(�)

買
収
訴
訟
と
は
、
訴
訟
を
す
る
た
め
に
株
式
を
買
い
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
案
と
し
て
、
一
八
八
四
年
の��������������

��������������������
110����

209
(1884)

の
連
邦
最
高
裁
判
決
が
あ
る
。

(�)

不
当
利
得
に
な
る
た
め
、
原
告
が
敗
訴
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
一
九
〇
三
年
の�����������������������
の
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
の
最
高

裁
の
判
決

[93����1024
(1903))

と
一
九
七
四
年
の���������������������������������������������������
の
連
邦

最
高
裁
の
判
決

[417����703
(1974)]

が
あ
る
。
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(�)�������������
(140)�

§
7�02������������

37�
(�)������������������������

(1)�
§
362�

1061�
(�)�������������������������������������������������

(5 �������������������
2000)���

544�
(�)�������������������

(158)���
1064�

(�)�������������������
(158)���

1064�
(�)

周
・
前
掲
注

(

５)

三
二
頁
。

(�)�������������������
(158)���

1062�
(�)���������������������

(143)�
§
23�1�

(�)��������������������������������
§
800(�)(1)�
日
本
語
の
翻
訳
は
周
・
前
掲
注

(

５)

、
三
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
注

(�)

、
一

二
八
頁
参
照
。

(�)���������������
§
1516

(������
1967)����
・���������

(140)�
§
7�02������������

38�
(�)������

･���������
(135)���

677

〜678�
ま
た
、
後
藤
光
男

｢

代
表
訴
訟
に
関
す
る

考
察｣

『

現
代
企
業
法
の
展
開』

(

竹
内
昭
夫
先

生
還
暦
記
念)

(

有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年)

、
三
〇
二
頁
参
照
。

(�)�����������������������������������������������������������������������
282‒289�

(1967)���
286�

(�)
弁
護
士
が
成
功
報
酬
を
目
当
て
と
し
て
、
大
企
業
の
企
業
運
営
に
つ
い
て
口
を
は
さ
む
糸
口
を
探
し
出
し
、
株
主
に
対
し
て
、
成
功
報
酬
を
前
提

と
し
て
訴
訟
提
起
を
勧
誘
す
る
ケ
ー
ス
が
よ
く
み
ら
れ
る
。
八
代
英
輝

『

米
国
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク』

(

中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
三
年)

、
一
〇

九
頁
。

(�)����������������
(133)�

§
6�2���

6‒4�
(�)����������������

(135)���
679

〜680�
(�)������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
58������������

1�25
(1991)������������������

456��2�
896�

900

〜901
(2�����1972)�����������������

(133)�
§
6�3���

6

〜7�
(�)����������������

(135)���
680

〜681�����������������
(133)�

§
6�3���

6

〜7�
(�)������������������������

(177)�
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��(�)�����1����������
(140)�

§
7�17������������

204�����������������
(133)�§

6�17.
(�)�����1����������

(140)�
§
7�17������������

206�
(�)������������������������

(177)���
50�

(�)
二
つ
の
算
定
方
式
を
合
わ
せ
て
算
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
、���������������������������������������������������������

209��3�
43
(2�����2000)�

(�)�����������������������������������������������������������������������������������������
����������

60��������542�
544

〜545
(1980)�

ま
た
、
高
橋
・
前
掲
注

(�)
、
一
五
二
頁
。

(�)
高
橋
・
前
掲
注

(�)
、
一
五
二
頁
。

(�)����������������
(135)���

25�
(�)�����(�)�����(�)���������������������

(143)�
§
23�1���

62�
(�)��������������

(142)�
§
7�45��������������

(140)�
§
7�14

(�)��������������������������������
��������������������������������������

§
327���

490�������������
23�1�����������������§

626
(�)�

����������������������������������������
626(�)�

(�)
高
橋
・
前
掲
注

(�)
、
一
五
三
頁
。

(�)��������������
(190)���

490����������
23�1�����������������

(133)�
§
7�1���

7‒5�
(�)��������������

(142)�
§
7�45�

(�)�������������
(140)�

§
7�14

(�)�
(�)

周
・
前
掲
注

(

５)

、
七
二
頁；

高
橋
・
前
掲
注

(�)
一
五
三
頁
。
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